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外国ＥＴＦ・外国商品現物型ＥＴＦの上場の手引き

○注意事項

・ この「外国ＥＴＦ・外国商品現物型ＥＴＦの上場の手引き」は、外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ

の上場審査、適時開示及び上場廃止等の基準や手続き等の概要を説明するためのものです。上場審査基

準、適時開示基準及び上場廃止基準等の詳細につきましては、有価証券上場規程第 5編「ＥＴＦ」をご

確認ください。

・ なお、外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの定義は以下のとおりです。

外国ＥＴＦ ・法第 2 条第 1 項第 10 号に規定する外国投資信託の受益証券であって、投

資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標（金融商品市

場における相場その他の指標をいいます。）の変動率に一致させるよう運

用するもの

・外国投資証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率

を特定の指標の変動率に一致させるよう運用するもの

外国商品現物型ＥＴＦ ・法第 2 条第 1 項第 17 号に掲げる有価証券のうち同項第 14 号に規定す

る受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、特定の

商品の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品を

その信託財産とするもの（当該受益証券に係る受益権の口数に応じて

受益者が均等の権利を有するものに限ります。）

・ 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦは、本国等（組成国、外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦが上

場又は継続的に取引されている外国金融商品取引所等の所在する国又は地域をいいます。）の法制度、

実務慣行等によって、組成方法や適時開示の内容等が異なることがあります。以下に掲げる基準の適用

に際しては、本国等の法制度、実務慣行等を勘案します。

・ 外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券（外国ＥＴＦを信託財産又は外国商品

現物型ＥＴＦとするいわゆる日本型預託証券「ＪＤＲ」）の上場については、別途ご相談ください。

（略語）

法：金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25号）

有：有価証券上場規程

有施：有価証券上場規程施行規則

投資信託法：投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号）

投資信託法施行令：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12年政令第 480 号）

投資信託法施行規則：投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成 12 年総理府令第 129 号）
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Ⅰ 上場審査

1．上場までのスケジュール

上場までの標準的なスケジュールは以下のとおりです。ただし、個々の銘柄ごとに上場審査に要する期

間は異なります。

①事前連絡

適宜

②上場申請

③上場審査 4週間

④上場承認

募集又は売出しを行う場合には 3 週間程

度、行わない場合には 2週間程度

⑤上場

2．各種手続きの内容

①事前連絡

上場申請を予定している銘柄について、以下に掲げる事項を可能な範囲で事前にご連絡ください。事前

連絡は必須ではありませんが、上場審査をスムーズに進める観点からお願いするものです。なお、「有価証

券新規上場申請書」のドラフトを用いてご説明いただくことも可能です。

1
連動対象となる特定の指標の概要（指標の名称、指標算出者の名称、指標構成銘柄等）

- 指標算出者が作成する指標の要綱や説明資料をご提出いただいても結構です。

2

信託財産が投資される対象

- 信託財産が投資される対象が、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条（特定資産の 範

囲）に掲げる資産のどれに類似する資産に該当するかをご説明ください。

3

外国投資信託又は外国投資法人への該当状況

- 上場申請を予定している銘柄が、投資信託法第 2 条第 24 項に規定する外国投資信託又は同条第

25 項に規定する外国投資法人に該当すると判断した理由をご説明ください。

- 上場申請を予定している銘柄のスキーム又は組成国が、すでに東証に上場しているＥＴＦと異な

り、初めてのケースにあたる場合は、日本の法律専門家による上記に関する意見書のご提出を求

めることがありますので、事前に提出の要否をご確認ください。

※外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦについては、券面が本邦内には持ち込まれず、株式会社証券保管  

振替機構が口座を開設する現地保管機関に保管されたうえで、当取引所市場での売買の決済は口座振替

によって行われますので、同機構に対し、当該外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの現地保管が可能

かどうか等を事前にご確認いただく必要があります。（担当：㈱証券保管振替機構国際部外株グループ）
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②上場申請

上場承認予定日から起算して、4週間前の日が上場申請日となります。上場申請日には、有価証券新規

上場申請書のほか、各種上場申請書類（「4．上場申請書類等」参照）の提出が必要となります。

なお、上場申請日は、上場承認予定日のほか有価証券報告書又は有価証券届出書の印刷校了時期や祝

祭日の有無などを考慮し、関係者との十分な調整のうえ設定するようお願いいたします。

○代理人等

外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの管理会社及び外国投資法人は、上場申請時点までに、日本に

おける代理人等（代理人又は代表者）を選定する必要があります。代理人等は、具体的には、適時開示

資料のＴＤｎｅｔ登録や当取引所への提出書類の提出等を行います。（有施第 1111 条）

代理人等の要件は以下のとおりです。

1
本邦内（東京都内又はその近辺で当取引所が承認する場所）に住所又は居所を有する者であって、当

取引所との関係において一切の行為につき代理又は代表する権限を有する者であること。

2
原則として、管理会社の役職員から選定すること。ただし、役職員からの選定が困難な場合には、当

取引所の承認する者とすること。

3
代理人等の選定が行われた場合には、速やかに代理権又は代表権の付与を証する書面を当取引所に提

出すること（代理人等を変更した場合にも同様）。

③上場審査

○上場申請者

以下の 2 者が上場申請者となります。有価証券新規上場申請書は、以下の 2 者による連名でご提出い

ただきます。

【外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦ又は外国商品現物型ＥＴＦの場合】

管理会社

○外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦの場合

・外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ＥＴＦ

に係る信託財産について法第 2 条第 8 項第 14 号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人

○外国商品現物型ＥＴＦの場合

・外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国商品現

物型ＥＴＦに係る信託財産について法第2条第8項第14号に掲げる行為に相当する行為を業として行

う法人であって、かつ当該外国商品現物型ＥＴＦの信託財産に関する管理又は処分の指図の全部

又は一部を行うもの

信託受託者 ・外国において外国の法令に準拠して設立された法人であって、信託会社等に類するもの
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【外国投資証券に該当する外国ＥＴＦの場合】

外国投資法人 ・投資信託法第 2 条第 25 項に規定する外国投資法人

管理会社

・外国において外国の法令に準拠して設立され、かつ外国において外国の法令に基づき当該外国ＥＴＦ

に係る資産について法第 2 条第 8 項第 12 号に掲げる行為に相当する行為を業として行う法人

○上場審査の内容

上場審査の内容は、「3．上場審査の内容」をご参照ください。

④上場承認

上場審査が終了すると当取引所のホームページを通じて、また、報道機関などに対して、当取引所が

上場承認の発表を行います。上場承認日から上場日までの間に当取引所上場部上場会社担当者から適時

開示の代理人及び実務担当者の方に適時開示の諸手続きについて説明が行われます。

⑤上場

上場した後は、当取引所の有価証券上場規程及び各種通知文等に基づき、適時開示等が求められます。

特に投資者の視点に立った、迅速、正確かつ公平な情報開示を行うことが必要となります。
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3．上場審査の内容

上場審査は、主に以下の上場申請書類に基づいて実施いたします。なお、より適正な記載が望まれる

ものがある場合には、修正をお願いする場合があります。

ａ 有価証券新規上場申請書

b 有価証券報告書（ドラフト）又は有価証券届出書（ドラフト）

c 投資信託約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれに類する書類

d 新規上場申請に係る宣誓書

e
外国ＥＴＦ又は外国商品現物型ＥＴＦの設定又は発行が適法であることについての法律専門家の

法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文

f

外国ＥＴＦ又は外国商品現物型ＥＴＦが設定又は発行された国の法令に基づき、外国ＥＴＦ又は

外国商品現物型ＥＴＦの設定又は発行について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するも

のが行われている旨を証する書面の写し

g 指標に関する書類一式

h

新規上場申請銘柄に係る確認事項を記載した書類

・新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるため

の仕組み及び対応

・新規上場申請銘柄の上場後の円滑な流通が確保される見込み

・ファンドの運営体制

・カウンター・パーティー等の信用状況等に関する管理体制等
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（１）上場審査基準一覧

外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの上場審査基準は、以下のとおりです。

※公社債投資信託以外の証券投資信託（投資信託法施行令第 12条各号に掲げる投資信託に該当するも

のを除く）の受益証券：金銭信託型ＥＴＦ

※投資信託法施行令第 12条第 1号又は第 2号に掲げる投資信託の受益証券：現物交換型ＥＴＦ

【外国ＥＴＦの場合】

項目 審査内容【外国ＥＴＦ】 根拠規定 備考

投資対象

資産の換

価の容易

性

新規上場申請銘柄とその投資信託財産等に属する有

価証券又は商品との交換を行う場合には、当該有価証

券又は商品が換価の容易な資産であると認められる

こと。

有第1104条第2項

第 1 号

（有第1104条第1

項第 2 号ｃの 2 を

準用）

・具体的な内容は「（２）投

資対象資産の換価の容易

性に関する上場審査」の欄

をご参照ください。

※金銭信託型ＥＴＦに類す

る外国ＥＴＦの場合は適

用除外となります。

指標の適

格性

新規上場申請銘柄に係る指標が、次の（ａ）及び（ｂ）

に掲げる区分に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に適合す

ること。

（ａ）レバレッジ型・インバース型指標以外の指標

  次のイからトまでに適合すること。

イ 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、

公正を欠くものでないこと。

ロ 有価証券（法第 163 条第 1 項に規定する特定有  

価証券等に限る。）の価格に係る指標にあって

は、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すも

のであること。

ハ 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、そ

の構成銘柄（当該有価証券その他の資産の銘柄

又は種類をいう。以下同じ。）の変更があり得

るものにあっては、変更の基準及び方法が公正

を欠くものでないこと。

ニ 指標及びその算出方法が公表されているもの

であること。

ホ 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあ

っては、その構成銘柄（その変更があり得る場

合にはその基準及び方法を含む。）が公表され

ているものであること。

ヘ 有価証券又は商品の価格に係る指標にあって

は、新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口あ

有第1104条第2項

第 1 号

（有第1104条第1

項第 2 号ｄを準

用）

・各基準は投資信託法施行規

則第 19 条第 1 項において

求められているものです。

・指標の適格性に関する具体

的な内容や提出書類は

「（３）指標の適格性に関

する上場審査」の欄をご参

照ください。

※外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦの場合、（ｆ）

及び（ｇ）にある「新規上

場申請銘柄の投資信託財

産の一口あたりの純資産

額」を「当該外国ＥＴＦに

係る一口あたりの純資産

額」に読み替えます。

・レバレッジ型・インバース

型指標とは、「他の指標（以

下「原指標」という。）の

変動率、変動幅その他の原

指標の変動の状況を表す

数値に一定の数値を乗じ

ることその他の方法によ
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項目 審査内容【外国ＥＴＦ】 根拠規定 備考

たりの純資産額の変動率を当該指標の変動率

に一致させるために必要な有価証券又は商品

の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又

は種類で構成されているものであること（その

構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資と

して運用する場合に限る。）。

ト 法第 2 条第 25 項に規定する金融指標（商品の

価格を含む。）又は商品取引所法第 2 条第 5 項

に規定する商品指数にあっては、新規上場申請

銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額

の変動率をこれらの指標の変動率に一致させ

るために必要な法第 2 条第 20 項に規定するデ

リバティブ取引又は商品投資等取引が円滑に

行われると見込まれるものであること（当該デ

リバティブ取引に係る権利又は当該商品投資

等取引に係る権利に対する投資として運用す

る場合に限る。）。

（ｂ）レバレッジ型・インバース型指標

  次のイからニまでに適合すること。

イ 前（ａ）イ、ニ及びトに掲げる事項に適合する

こと。

ロ 原指標が、前（ａ）イからホまでに掲げる事項

に適合し、かつ、レバレッジ型・インバース型

指標でないこと。

ハ 原指標が、有価証券の価格又は有価証券に係る

デリバティブ取引の価格に基づいて算出した

金融指標（法第 2 条第 25 項に規定する金融指

標をいう。以下この（ｂ）において同じ。）で

ある場合にあっては、当該金融指標又は当該金

融指標に係るデリバティブ取引について法第 2

条第 21 項に規定する市場デリバティブ取引又

は同条第 23 項に規定する外国市場デリバティ

ブ取引が行われていること又はその見込みが

あること。

ニ 原指標が、商品の価格若しくは商品に係るデリ

バティブ取引の価格に基づき算出した金融指

標又は商品先物取引法第2条第2項に規定する

り、原指標の騰落を増幅又

は反転させた指標」のこと

をいいます。

・なお、「反転」には、増幅

して反転させることを含

むものとします。

※騰落の増幅限度について

は、上場申請者からの提出

書類より、新指標の過去の

実績又は過去の原指標の

値等から試算して、新指標

が当取引所の定める制限

値幅を頻繁に超過すると

見込まれるようなもので

ないことを、上場審査の過

程で個別に判断します。
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項目 審査内容【外国ＥＴＦ】 根拠規定 備考

商品指数である場合にあっては、その構成する

資産又は当該資産に係る同条第 15 項に規定す

る商品デリバティブ取引が同条第9項に規定す

る商品市場（同条第 12 項に規定する外国商品

市場を含む。）その他組織的かつ継続的に開設

され、その相場が公表されている市場において

取引されていること又はその見込みがあるこ

と。

純資産額

と指標と

の相関性

新規上場申請銘柄が、次の（ａ）から（ｃ）までのい

ずれかに適合すること。

（ａ）特定の指標が有価証券その他の資産の価格に係

る指標である場合において、当該指標の構成銘

柄のうち時価総額構成比率 95％以上を占める

各銘柄若しくは各種類（当該指標が単純平均型

のものである場合は、原則として、当該指標の

全構成銘柄）の有価証券その他の資産（信用性

その他の事項を勘案し、公益又は投資者保護の

観点から、当取引所が投資信託財産等として適

当でないと認めるものを除く。以下このｄの 2

における「有価証券」において同じ。）又は当

該各銘柄の価格に連動する投資成果を目的と

して発行された有価証券が投資信託財産等に

組み入れられることが見込まれること。

（ｂ）特定の指標に連動する投資成果を目的として発

行された有価証券が投資信託財産等に組み入

れられることが見込まれること。

（ｃ）新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特

定の指標との間に高い相関があり、当該指標の

変動が当該一口あたりの純資産額に適正に反

映されると見込まれること。

有第1104条第2項

第 1 号

（有第1104条第1

項第 2 号ｄの 2 を

準用）

・具体的な内容は「（４）純

資産額と指標との相関性

に関する上場審査」の欄を

ご参照ください。

・確認には申請書類の「新規

上場申請銘柄に係る確認

事項を記載した書類」を用

います。

・（ｃ）は、例えば組入資産、

運用方針及び当該運用方

針に基づくシミュレーシ

ョン結果に基づき、新規上

場申請銘柄の一口あたり

の純資産額と特定の指標

との間に高い相関がある

と認められる場合をいい

ます。

信用状況

に関する

管理体制

等

新規上場申請銘柄が指標連動有価証券等組入型ＥＴ

Ｆに該当する場合にあっては、上場後継続的に運用が

行われる見込みがあり、かつ、カウンター・パーティ

ーの信用状況に関する管理体制等が管理会社におい

て適切に整備されていること。

有第1104条第2項

第 1 号

（有第1104条第1

項第 2 号ｄの 4 を

準用）

・確認には申請書類の「新規

上場申請銘柄に係る確認

事項を記載した書類」を用

います。

・具体的な内容や提出書類は

「（５）信用リスクがある
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項目 審査内容【外国ＥＴＦ】 根拠規定 備考

ＥＴＦに関する上場審査」

の欄をご参照ください。

虚偽記載

及び監査

意見等

次の（ａ）及び（ｂ）に適合していること。

（ａ）新規上場申請銘柄に係る 近 2 年間に終了する

各特定期間の財務諸表等又は各特定期間にお

ける中間財務諸表等が記載される有価証券報

告書等に虚偽記載を行っていないこと。

（ｂ）新規上場申請銘柄に係る 近 2 年間に終了する

各特定期間の財務諸表等に添付される監査報

告書及び 近1年間に終了する特定期間におけ

る中間財務諸表等に添付される中間監査報告

書において、公認会計士等の「無限定適正意見」

若しくは「除外事項を付した限定付適正意見」

又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示して

いる旨の意見」若しくは「除外事項を付した限

定付意見」が記載されていること。

有第1104条第2項

第 1 号

（有第1104条第1

項第 2 号ｅを準

用）

・「 近」の計算は、有価証

券報告書等にファンドの

経理状況として財務諸表

等が記載される 近の特

定期間の末日を起算日と

してさかのぼります。

※外国投資証券に該当する

外国ＥＴＦの場合、「特定

期間」を「営業期間」と読

み替えます。

その他 その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適

当でないと認められるものでないこと。

有第1104条第2項

第 1 号

（有第1104条第1

項第 2 号ｇを準

用）

信託受託

者に関す

る情報の

把握等

新規上場申請銘柄に係る管理会社が、次のａからｃま

でに掲げる事項について、書面により確約すること。

ａ 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情  

報を適切に把握することができる状況にあるこ

と。

ｂ 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報

について第 1107 条の規定に従い開示を行うこと。

ｃ 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第1107条の規

定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うこ

とについて当該信託受託者が同意していること。

有第1104条第2項

第 1 号

（有第1104条第1

項第 3 号を準用）

・外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦの場合は適用除

外となります。

信託約款

等の記載

内容

新規上場申請銘柄の信託約款若しくはこれに類する

書類又は規約若しくはこれに類する書類に次のａか

らｃまでに掲げる内容（ａに掲げる内容にあっては、

有第1104条第2項

第 2 号、有第 1104

条第 2 項第 2 号の

・外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦの場合、ｂの規定

は適用除外となります。
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項目 審査内容【外国ＥＴＦ】 根拠規定 備考

これに類する内容を含む。）が記載されていること。

ａ 投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率

を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する

旨。

ｂ 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外

国ＥＴＦの設定がされた国の法令に定めるところ

により信託契約期間（租税特別措置法施行規則（昭

和 32 年大蔵省令第 15 号）第 2 条の 3 第 2 項で定

める期間に限る。）が定められている場合にあっ

ては、当該信託契約期間。

ｃ 計算期間又は営業期間として定める期間が 1 か月

以上であること。

新規上場申請銘柄の信託約款若しくはこれに類する

書類又は規約若しくはこれに類する書類に特定の指

標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する

旨又はファンドを終了する旨の記載（特定の指標又は

基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約す

る旨又はファンドを終了する旨の記載その他の当取

引所が適当と認める記載を除く。）がないこと。

2

指定振替

機関の取

扱い

新規上場申請銘柄が指定振替機関（株式会社証券保管

振替機構：ＪＡＳＤＥＣ）の外国株券等保管振替決済

業務における取扱いの対象であること又は上場の時

までに取扱いの対象となる見込みがあること。

有第1104条第2項

第 3 号

重複上場 新規上場申請銘柄が外国金融商品取引所等において

上場若しくは継続的に取引されていること又はその

見込みがあること。

有第1104条第2項

第 4 号

法制度の

整備等

新規上場申請銘柄の発行について投資信託法に類す

る法律が整備されていること並びに当該新規上場申

請銘柄に係る第 1101 条第 1 項各号に定める者を監督

する行政庁が存在すること。

有第1104条第2項

第 5 号

円滑な流

通の確保

次のａからｃまでに適合すること。

ａ 貸借取引を行うために十分な量の受益証券又は外

国投資証券の借入れが可能であると認められるこ

有第1104条第2項

第 6 号

・ａは事前に受益証券又は外

国投資証券を多数保有す

る機関等との調整が必要
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項目 審査内容【外国ＥＴＦ】 根拠規定 備考

と。

ｂ 当取引所の市場における外国ＥＴＦの流通の確保

のために、新規上場申請銘柄の上場の時までに業

務規程第68条に規定する当取引所が指定する取引

参加者が指定される見込みがあること。

ｃ 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形

成を阻害する要因が認められないこと。

となります。

・ｂについては「（６）外国

ＥＴＦ等サポート・メンバ

ー制度について」の欄をご

参照ください。

・確認には申請書類の「新規

上場申請銘柄に係る確認

事項を記載した書類」及び

「指定参加者の外国ＥＴ

Ｆ等サポート・メンバー制

度の申込みを証する書面

の写し」を用います。

投資信託

財産等の

範囲

新規上場申請銘柄の投資信託財産等を、法第2条第

20項に規定するデリバティブ取引に係る権利、商

品投資等取引に係る権利、投資信託法施行令第3条

第7号に掲げる金銭債権又は投資信託法施行規則

第19条第3項第1号に掲げるものに対する投資とし

て運用すること。

有第1104条第2項

第 7 号

・現物交換型ＥＴＦに類する

外国ＥＴＦの場合は適用

除外となります。
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【外国商品現物型ＥＴＦの場合】

項目 審査内容【外国商品現物型ＥＴＦ】  根拠規定 備考

投資対象

資産の換

価の容易

性

新規上場申請銘柄とその信託財産等に属する有価証券

又は商品との交換を行う場合には、当該有価証券又は

商品が換価の容易な資産であると認められること。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

1 項第 2 号ｃの 2

を準用）

・具体的な内容は「（２）投

資対象資産の換価の容易

性に関する上場審査」の欄

をご参照ください。

指標の適

格性

新規上場申請銘柄に係る指標が、次のイからトまでに

適合すること。

イ 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、

公正を欠くものでないこと。

ロ 有価証券（法第 163 条第 1 項に規定する特定有

価証券等に限る。）の価格に係る指標にあって

は、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すも

のであること。

ハ 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、そ

の構成銘柄（当該有価証券その他の資産の銘柄

又は種類をいう。以下同じ。）の変更があり得

るものにあっては、変更の基準及び方法が公正

を欠くものでないこと。

ニ 指標及びその算出方法が公表されているもので

あること。

ホ 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっ

ては、その構成銘柄（その変更があり得る場合

にはその基準及び方法を含む。）が公表されて

いるものであること。

ヘ 有価証券又は商品の価格に係る指標にあって

は、新規上場申請銘柄の当該投資信託の信託財

産の一口あたりの純資産額の変動率を当該指標

の変動率に一致させるために必要な有価証券又

は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘

柄又は種類で構成されているものであること

（その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投

資として運用する場合に限る。）。

ト 法第 2 条第 25 項に規定する金融指標（商品の価

格を含む。）又は商品取引所法第 2 条第 5 項に

規定する商品指数にあっては、新規上場申請銘

柄の投資信託財産の一口あたりの純資産額の変

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

1項第2号ｄを準

用）

・各基準は投資信託法施行規

則第 19 条第 1 項において

求められているものです。

・指標の適格性に関する具体

的な内容や提出書類は

「（３）指標の適格性に関

する上場審査」の欄をご参

照ください。

※外国商品現物型ＥＴＦは、

特定の商品の価格に連動

するＥＴＦであるため、レ

バレッジ型・インバース型

指標に連動することはで

きません。
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項目 審査内容【外国商品現物型ＥＴＦ】  根拠規定 備考

動率をこれらの指標の変動率に一致させるため

に必要な法第 2条第 20 項に規定するデリバティ

ブ取引又は商品投資等取引が円滑に行われると

見込まれるものであること（当該デリバティブ

取引に係る権利又は当該商品投資等取引に係る

権利に対する投資として運用する場合に限

る。）。

虚偽記載

及び監査

意見等

次の（ａ）及び（ｂ）に適合していること。

（ａ）新規上場申請銘柄に係る 近 2 年間に終了する

各特定期間の財務諸表等又は各特定期間におけ

る中間財務諸表等が記載される有価証券報告書

等に虚偽記載を行っていないこと。

（ｂ）新規上場申請銘柄に係る 近 2 年間に終了する

各特定期間の財務諸表等に添付される監査報告

書及び 近 1 年間に終了する特定期間における

中間財務諸表等に添付される中間監査報告書に

おいて、公認会計士等の「無限定適正意見」若

しくは「除外事項を付した限定付適正意見」又

は「中間財務諸表等が有用な情報を表示してい

る旨の意見」若しくは「除外事項を付した限定

付意見」が記載されていること。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

1項第2号ｅを準

用）

・「 近」の計算は、有価証

券報告書等にファンドの

経理状況として財務諸表

等が記載される 近の特

定期間の末日を起算日と

してさかのぼります。

その他 その他公益又は投資者保護の観点から、その上場が適

当でないと認められるものでないこと。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

1項第2号ｇを準

用）

信託受託

者に関す

る情報の

把握

新規上場申請銘柄に係る管理会社が、次のａからｃま

でに掲げる事項について、書面により確約すること。

ａ 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報

を適切に把握することができる状況にあること。

ｂ 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報

について第 1107 条の規定に従い開示を行うこと。

ｃ 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第 1107 条の規

定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うこ

とについて当該信託受託者が同意していること。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

1 項第 3 号を準

用）
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項目 審査内容【外国商品現物型ＥＴＦ】  根拠規定 備考

指定振替

機関の取

扱い

新規上場申請銘柄が指定振替機関（株式会社証券保管

振替機構：ＪＡＳＤＥＣ）の外国株券等保管振替決済

業務における取扱いの対象であること又は上場の時ま

でに取扱いの対象となる見込みがあること。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

2 項第 3 号を準

用）

重複上場 新規上場申請銘柄が外国金融商品取引所等において上

場若しくは継続的に取引されていること又はその見込

みがあること。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

2 項第 4 号を準

用）

円滑な流

通の確保

次のａからｃまでに適合すること。

ａ 貸借取引を行うために十分な量の受益証券の借入

れが可能であると認められること。

ｂ 当取引所の市場における外国商品現物型ＥＴＦの

流通の確保のために、新規上場申請銘柄の上場の時

までに業務規程第 68 条に規定する当取引所が指定

する取引参加者が指定される見込みがあること。

ｃ 新規上場申請銘柄の円滑な流通及び公正な価格形

成を阻害する要因が認められないこと。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

2 項第 6 号を準

用）

・ａは事前に受益証券を多数

保有する機関等との調整

が必要となります。

・ｂについては「（６）外国

ＥＴＦ等サポート・メンバ

ー制度について」の欄をご

参照ください。

・確認には申請書類の「新規

上場申請銘柄に係る確認

事項を記載した書類」及び

「指定参加者の外国ＥＴ

Ｆ等サポート・メンバー制

度への申込みを証する書

面の写し」を用います。

特定の商

品の信託

財産への

組入れ

管理会社が、新規上場申請銘柄の信託財産について、

その総資産のうち 95％以上について、特定の商品を組

み入れる旨の確約をしていること。

有第 1104 条第 5

項第 1 号

（有第 1104 条第

4 項第 4 号を準

用）

信託約款

の記載内

容

新規上場申請銘柄の信託約款に次のａからｄまでの内

容が記載されていること。

ａ 特定の商品の価格に連動する仕組み

ｂ 信託契約の期間の定めを設けない旨。ただし、外国

商品現物型ＥＴＦの設定がされた国の法令に定め

るところにより信託契約期間（租税特別措置法施行

有第 1104 条第 5

項第 2 号、有第

1104条第5項第2

号の 2、有施第

1106 条第 7 項

（有施第 1106 条

・「商品」とは、商品取引所

法（昭和 25 年法律第 239

号）第 2 条第 4 項に規定す

るものをいいます。例え

ば、鉱物、農産物、林産物、

畜産物、水産物などが該当
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項目 審査内容【外国商品現物型ＥＴＦ】  根拠規定 備考

規則第 2 条の 3 第 2 項で定める期間に限る。）が定

められている場合にあっては、当該信託契約期間

ｃ 計算期間（施行規則で定める計算期間を除く。）と

して定める期間が 1 か月以上 1 年以内であること。

ｄ その他施行規則で定める事項（原則として以下の事

項。ただし、本国等の法制度等を勘案します。）

（1）管理会社及び信託受託者の商号又は名称

（2）受益者に関する事項

（3）管理会社及び信託受託者としての業務に関する

事項

（4）信託の元本の額に関する事項

（5）受益証券に関する事項

（6）信託の元本及び収益の管理に関する事項（信託

財産となる資産の種類を含む。）

（7）信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関す

る事項

（8）信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項

（受益者が信託の元本の償還及び収益の分配

に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を

有する旨を含む。）

（9）信託契約期間中の解約に関する事項

（10）信託受託者及び管理会社の受ける信託報酬そ

の他の手数料の計算方法並びにその支払の方

法及び時期に関する事項

（11）受託者が信託に必要な資金の借入れをする場

合においては、その借入金の限度額に関する事

項

（12）信託約款の変更に関する事項

（13）管理会社における公告の方法

新規上場申請銘柄の信託約款に特定の指標又は基準価

額の変動を条件に信託契約を解約する旨の記載（特定

の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約

を解約する旨の記載その他の当取引所が適当と認める

記載を除く。）がないこと。

第 6 項を準用） します。

商品その

他の財産

次のａ又はｂに適合していること。

ａ 管理会社が、新規上場申請銘柄に係る受益証券に表

有第 1104 条第 5

項第 3 号
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項目 審査内容【外国商品現物型ＥＴＦ】  根拠規定 備考

の管理又

は処分の

指図

示される権利を有する者から拠出を受けた商品そ

の他の財産の管理又は処分の指図を行うことにつ

いて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を

害し、又は当該新規上場申請銘柄に係る商品の取引

の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨

を確約していること。

ｂ 新規上場申請銘柄の発行に関する法令又は新規上

場申請銘柄の信託約款において、新規上場申請銘柄

に係る受益証券に表示される権利を有する者から

拠出を受けた商品その他の財産の管理又は処分の

指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若

しくは取引の公正を害し、又は当該新規上場申請銘

柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのな

いよう適切に行われるための措置が講じられてい

ること。

法制度の

整備等

新規上場申請銘柄の発行に関する法律が整備されてい

ること並びに当該新規上場申請銘柄に係る管理会社及

び信託受託者を監督する行政庁が存在すること。

有第 1104 条第 5

項第 4 号
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（２）投資対象資産の換価の容易性に関する上場審査（有第 1104 条第 1項第 2号ｃの 2を準用）

当取引所は、内国指標連動型ＥＴＦ、外国ＥＴＦ、内国商品現物型ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ

については、その交換に際して投資者が有価証券又は商品を取得する可能性がある場合には、当該ＥＴ

Ｆに係る投資対象資産の換価の容易性について審査を行います。これは、投資者が交換によって取得し

た有価証券又は商品を容易に換価できることを確保することにより、投資者の保護を図るためです。

換価が容易であると判断される資産としては、例えば以下のものが考えられます。

1 金融商品取引所又は外国金融商品市場に上場されている有価証券

2 店頭売買有価証券

3 法第 2条第 1項第 1号から第 5号までに掲げる有価証券

4

法第 2条第 1項第 9号に掲げる有価証券（同項第 17 号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を

有するものを含む。）のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されてい

るこれと類似する性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの

5 法第 2条第 1項第 10 号、第 11号又は第 19 号に掲げる有価証券

6

商品市場又は外国商品市場に上場している商品であって、当該商品とその対価の授受を約する売

買取引を行うことができるもの（商品市場又は外国商品市場において現物決済を行うことができ

る商品）
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（３）指標の適格性に関する上場審査（有第 1104 条第 1項第 2号ｄを準用）

当取引所では、新規上場申請銘柄の連動対象指標について審査を行います。連動対象指標は、「レバレッ

ジ型・インバース型指標以外の指標」と「レバレッジ型・インバース型指標」に区分されており、各指標

に係る上場審査基準は下表に掲げるとおりです。指標の適格性は、申請銘柄ごとに求められます。判断は、

末尾に記載した提出書類に基づいて行います。なお、連動対象指標については、連動対象指標の算出主体

との間で指標の使用に関する許諾契約（ライセンス契約）の締結を確認できる資料が必要になります（※）。

（※）原則として、ライセンス契約の写しを提出してください。当該書類を提出できないと認められる場

合には、当該書類に代わり、東証市場に上場するにあたってライセンス供与されていることを証する書

類を提出してください。

※レバレッジ型・インバース型指標とは、「他の指標（以下「原指標」という。）の変動率、変動幅その他

の原指標の変動の状況を表す数値に一定の数値を乗じることその他の方法により、原指標の騰落を増幅

又は反転させた指標」のことをいいます。（「反転」には、増幅して反転させることを含むものとします。）

※騰落の増幅限度については、上場申請者からの提出書類より、新指標の過去の実績又は過去の原指標の

値等から試算して、新指標が当取引所の定める制限値幅を頻繁に超過すると見込まれるようなものでな

いことを、上場審査の過程で個別に判断します。

当取引所は、新規上場申請に係る指標連動型ＥＴＦの上場を承認した場合には、当該指標連動型ＥＴＦ

に係る指標を、有第 1104 条第 1項第 2号ｄに定める要件を満たす指標として指定します。新規上場申請銘

柄の連動対象指標が、当取引所が既に指定した指標である場合には、原則として同要件を満たすものと考

えられます。

ただし、下表（ヘ）は、構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限って適用さ

れますので、既上場の指標連動型ＥＴＦが構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用するタイ

プではない場合で、新規上場申請を行う指標連動型ＥＴＦが構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資と

して運用するタイプである場合には、（ヘ）の要件に関する審査を別途実施する必要があることに、ご留意

ください。また、下表（ト）は、デリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投

資として運用する場合に限って適用されますので、既上場の指標連動型ＥＴＦがデリバティブ取引に係る

権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として運用するタイプではない場合で、新規上場申請を

行う指標連動型ＥＴＦがデリバティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資として

運用するタイプである場合には、（ト）の要件に関する審査を別途実施する必要があることに、ご留意くだ

さい。

【レバレッジ型・インバース型指標以外の指標】（有第 1104条第 1項第 2号 d（a））

上場審査基準

上場審査等に関する

ガイドライン

（上場審査の観点）

留意点

（イ） ・指標の算出主体等の恣意的な ・「指標の算出方法」とは、時価総額加重平均型・単純平
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上場審査基準

上場審査等に関する

ガイドライン

（上場審査の観点）

留意点

指標の算出方法が客観的

なものであり、かつ、公正

を欠くものでないこと。

裁量により指標の値が変動す

る余地が乏しく、投資者にと

って指標の算出方法の透明性

が高いと認められることから

検討することにより行いま

す。

・投資者保護の観点から、指標

の算出方法が公正を欠くと認

められるものでないことから

検討することにより行いま

す。

均型等の算出方法や、浮動株比率の算出方法、構成銘

柄の変更や配当、新株式の発行等の場合の計算上の取

扱い等を指します。構成銘柄の変更基準は、「指標の算

出方法」には含まれず、（ハ）の基準に基づき審査を行

います。

・指標の算出方法が客観的であるとは、例えば算出にあ

たっては計算式を使用することにより指標が機械的に

算出され、算出するのが誰であっても結果が同一にな

るなどをいいます。

・投資者保護の観点から、指標の算出方法が公正を欠く

といえるか否かは個別に判断します。

・複数の種類の資産を組み合わせて資産配分を行うこと

などにより、一定の投資成果を実現するための投資戦

略を表現した指標にあっては、組合せ対象資産が、有

価証券（株券、債券、ＲＥＩＴ等）、デリバティブ取引、

商品、商品デリバティブ取引、現金及び現金同等物な

どの伝統的な資産であって、公正な価格形成メカニズ

ムを有する(※)資産であることを以って、指標の算出

方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くもので

ないことと取り扱います。

※公正な価格形成メカニズムの有無については、当該伝統

的資産（資産が商品である場合にあっては、当該商品に

係るデリバティブ取引を含む。）が組織された市場にお

いて取引されていることなどを考慮して判断します。

（ロ）

有価証券（法 163 条第 1 項

に規定する特定有価証券等

に限る。）の価格に係る指標

にあっては、多数の銘柄の

価格の水準を総合的に表す

ものであること。

・構成銘柄数及び上位構成銘柄

の指標に占めるウェイトに

基づき、個々の構成銘柄の価

格の変動が指標の値に与え

る影響が大きくないと見込

まれることその他の関連か

ら検討することにより行い

ます。

・この要件は、特定有価証券等(※)の価格に係る指標に

のみ適用されます。特定有価証券等には、株券、社債

券、優先出資証券、新株予約権証券のほか、これらの

証券を信託財産とするＪＤＲや、これらの証券に係る

オプション等を表示する、いわゆるカバードワラント

や他社株転換条項付社債券などが含まれます。

※当該要件における特定有価証券等とは法第 163 条に定

義されるものをいい、法第 5条に規定される「特定有価

証券等」とは内容が異なります。

（ハ）

有価証券その他の資産の価

格に係る指標で、その構成

銘柄（当該有価証券その他

の資産の銘柄又は種類をい

う。以下同じ。）の変更があ

り得るものにあっては、変

更の基準及び方法が公正を

欠くものでないこと。

・投資者保護の観点から、指標

の構成銘柄の変更の基準及

び方法が公正を欠くと認め

られるものでないことその

他の観点から検討すること

により行います。

・この要件は、有価証券その他の資産の価格に係る指標

で、構成銘柄の変更があり得るものにのみ適用されま

す。

・投資者保護の観点から、指標の構成銘柄の変更の基準

及び方法が公正を欠くといえるか否かは個別に判断し

ます。例えば、算出主体において、構成銘柄の変更を

決定するための委員会を組織するなど、変更のための

合理的な手続があらかじめ定まっており、変更基準が

定められているものであれば、基本的に公正を欠くと

は判断されません。

・変更の頻度が短期間であったとしても、基本的に公正

を欠くものとは判断されません。
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上場審査基準

上場審査等に関する

ガイドライン

（上場審査の観点）

留意点

（ニ）

指標及びその算出方法が公

表されているものであるこ

と。

・指標及びその算出方法の概要

が、入手が容易な方法で継続

的に公表されていることを検

討することにより行います。

・指標が、算出後速やかに公表

されることを検討すること

により行います。

・算出主体のホームページなどにおいて指標及びその算

出方法の概要が継続的に公表されており、かつ当該情

報を容易に入手できることが求められます。

・指標はリアルタイムで公表されることが望まれますが、

個別の指標の内容を踏まえて判断します。指標の配信

状況については、原則として、審査期間中に指標が配

信されていることを確認します。

・また、指標及びその算出方法を入手する方法が有価証

券届出書や有価証券報告書などにおいて日本語により

説明されていれば、指標及びその算出方法は英語によ

る公表であっても要件に足りることとします。

・なお、指標及びその算出方法の公表は、有料であって

も要件に足りることとします。

・国内株式を構成銘柄としている指標については、基本

的にリアルタイムでの公表が求められますが、 推定純

資産額がリアルタイムで公表されていること又は上場

日までに推定純資産額がリアルタイムで公表される見

込みがあることや、参考となる別の指標が公表されて

いることなどの条件を考慮し、必ずしも指標のリアル

タイム公表が求められるものではありません。

（ホ）

有価証券その他の資産の価

格に係る指標にあっては、

その構成銘柄（その変更が

あり得る場合にはその基準

及び方法を含む。）が公表さ

れているものであること。

・指標の構成銘柄（その変更が

あり得る場合にはその基準

及び方法を含む。）が、入手

容易な方法で継続的に公表

されていることを検討する

ことにより行います。

・この要件は、有価証券その他の資産の価格に係る指標

にのみ適用されます。

・算出主体のホームページなどにおいて指標の構成銘柄、

その構成銘柄の変更基準及び変更方法の概要が継続的

に公表されており、かつ当該情報を容易に入手できる

ことが求められます。また、指標の構成銘柄の変更の

内容は、変更前又は変更後速やかに公表することが求

められます。

・指標の構成銘柄の変更基準及び変更方法は、必ずしも

日本語での公表を求めているのではなく、英語による

公表であっても要件に足りることとします。ただし、

指標の構成銘柄とその変更基準及び変更方法を入手す

る方法については、日本語による説明が行われている

ことが求められます。

・なお、指標の構成銘柄とその変更基準及び変更方法の

公表は、有料であっても要件に足りることとします。

（ヘ）

有価証券又は商品の価格に

係る指標にあっては、新規

上場申請銘柄の投資信託財

産の一口あたりの純資産額

の変動率を当該指標の変動

率に一致させるために必要

な有価証券又は商品の売買

が円滑に行われると見込ま

れる銘柄又は種類で構成さ

・一口あたりの純資産額の変動

率を指標の変動率に一致させ

るという目的に照らして円滑

な売買が行われる必要がある

有価証券又は商品について、取

引の実態に照らして売買を円

滑に行うことができると見込

まれることその他の観点から

検討することにより行います。

・この要件は、投資信託財産等の一口あたりの純資産額

の変動率を有価証券又は商品の価格に係る指標の変動

率に一致させるよう運用するＥＴＦであって、その構

成銘柄の全部又は一部を有価証券又は商品に対する投

資として運用するものに限って適用されます。したが

って、指標連動有価証券等組入型ＥＴＦ（第２章２－

３．（３）「信用リスクがあるＥＴＦに関する上場審査」

参照。）のように、構成銘柄の有価証券又は商品に対す

る投資以外の方法で指標への連動を目指すＥＴＦには

適用されません。

・取引の実態に照らして売買を円滑に行うことができる

と見込まれるか否かは個別に判断します。ただし、必

ずしも指標の構成銘柄の全てについて円滑な売買が可

能であることを求めるものではなく、一口あたりの純
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上場審査基準

上場審査等に関する

ガイドライン

（上場審査の観点）

留意点

れているものであること

（その構成銘柄の有価証券

又は商品に対する投資とし

て運用する場合に限る。）。

資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるとい

う目的に照らして円滑な売買が行われる必要がある銘

柄に関して、同要件が適用されます。

（ト）

法第2条第25項に規定する

金融指標（商品の価格を含

む。）又は商品取引所法第 2

条第 5 項に規定する商品指

数にあっては、新規上場申

請銘柄の投資信託財産の一

口あたりの純資産額の変動

率をこれらの指標の変動率

に一致させるために必要な

法第2条第20項に規定する

デリバティブ取引又は商品

投資等取引が円滑に行われ

ると見込まれるものである

こと（当該デリバティブ取

引に係る権利又は当該商品

投資等取引に係る権利に対

する投資として運用する場

合に限る。）。

・一口あたりの純資産額の変動

率を指標の変動率に一致さ

せるという目的に照らして

円滑な売買が行われる必要

がある法第 2 条第 20 項に規

定するデリバティブ取引に

係る権利又は商品投資等取

引に係る権利について、取引

の実態に照らして取引を円

滑に行うことができると見

込まれることその他の観点

から検討することにより行

います。

・この要件は、投資信託財産等の一口あたりの純資産額

の変動率を金融指標又は商品指数の変動率に一致させ

るよう運用するＥＴＦであって、全部又は一部をデリ

バティブ取引に係る権利又は商品投資等取引に係る権

利に対する投資として運用するものに限って適用され

ます。したがって、指標連動有価証券等組入型ＥＴＦ

（第２章２－３．（３）「信用リスクがあるＥＴＦに関

する上場審査」参照。）のように、デリバティブ取引に

係る権利又は商品投資等取引に係る権利に対する投資

以外の方法で指標への連動を目指すＥＴＦには適用さ

れません。

・取引の実態に照らして取引を円滑に行うことができる

と見込まれるか否かは個別に判断します。特に、レバ

レッジ型・インバース型商品について、指数騰落に係

るリバランス取引が円滑に行われないリスクがある場

合には、当該リスクが顕在化しないようにするための

運用手法等に関する客観性の高い根拠資料の提出や、

説明を求めます。
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【レバレッジ型・インバース型指標】（有第 1104条第 1項第 2号 d（b））

上場審査基準

上場審査等に関する

ガイドライン

（上場審査の観点）

留意点

（イ）

前（ａ）イ、ニ及びトに掲

げる事項に適合すること。

※上場審査の観点は、「レバレ

ッジ型・インバース型指標以

外の指標」における上場審査

の観点と同じです。

・前（ａ）イ、ニ及びトに掲げる事項とは以下を指します。

留意点についても「レバレッジ型・インバース型指標以

外の指標」における留意点と同じです。

イ 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正

を欠くものでないこと。

二 指標及びその算出方法が公表されているものであ

ること。

ト 法第 2 条第 25 項に規定する金融指標（商品の価格

を含む。）又は商品取引所法第 2 条第 5 項に規定す

る商品指数にあっては、新規上場申請銘柄の投資信

託財産の一口あたりの純資産額の変動率をこれら

の指標の変動率に一致させるために必要な法第 2

条第 20 項に規定するデリバティブ取引又は商品投

資等取引が円滑に行われると見込まれるものであ

ること（当該デリバティブ取引に係る権利又は当該

商品投資等取引に係る権利に対する投資として運

用する場合に限る。）。

（ロ）

原指標が、前（ａ）イから

ホまでに掲げる事項に適合

し、かつ、レバレッジ型・

インバース型指標でないこ

と。

※上場審査の観点は、「レバレ

ッジ型・インバース型指標以

外の指標」における上場審査

の観点と同じです。

・レバレッジ型・インバース型指標の原指標は、以下の適

格指標要件に適合し、かつ何らかの指標を原指標とした

レバレッジ型・インバース型指標でないことが求められ

ます。

・前（ａ）イからホまでに掲げる事項とは以下を指します。

イ 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正

を欠くものでないこと。

ロ 多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであ

ること。

ハ 構成銘柄の変更基準及び方法が公正を欠くもので

ないこと。

ニ 指標及びその算出方法が公表されているものであ

ること。

ホ 指標の構成銘柄が公表されているものであること。

（ハ）

原指標が、有価証券の価格

又は有価証券に係るデリバ

ティブ取引の価格に基づい

て算出した金融指標（法第 2

条第25項に規定する金融指

標をいう。以下この（ｂ）

において同じ。）である場合

にあっては、当該金融指標

又は当該金融指標に係るデ

リバティブ取引について法

・この要件は、有価証券（株券、債券、ＲＥＩＴ等）又は

デリバティブ取引（商品デリバティブ取引を除く。）の

価格を原指標とするレバレッジ型・インバース型指標の

み適用されます。

・原指標において、「公正な価格形成メカニズム」が存在

することを求めています。

・「公正な価格形成メカニズム」は、原指標に係るデリバ

ティブ取引（原指標がデリバティブ取引の価格で構成さ

れる場合は当該デリバティブ取引）が上場市場において

取引されていることにより確認します。

※「原指標に係るデリバティブ取引」が上場市場において

取引されていることとは、レバレッジ型・インバース型

指標に連動するよう運用する上で、必要となると考えら

れる原指標のデリバティブ取引が上場市場において取

引されていることを意味します。
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上場審査基準

上場審査等に関する

ガイドライン

（上場審査の観点）

留意点

第2条第21項に規定する市

場デリバティブ取引又は同

条第23項に規定する外国市

場デリバティブ取引が行わ

れていること又はその見込

みがあること。

※「（原指標がデリバティブ取引の価格である場合は当該

デリバティブ取引）が上場市場において取引されている

こと」とは、原指標自体がデリバティブ取引の価格によ

る場合において、当該デリバティブ取引が上場市場にお

いて取引されていることを意味します。

（ニ）

原指標が、商品の価格若し

くは商品に係るデリバティ

ブ取引の価格に基づき算出

した金融指標又は商品先物

取引法第 2 条第 2 項に規定

する商品指数である場合に

あっては、その構成する資

産又は当該資産に係る同条

第15項に規定する商品デリ

バティブ取引が同条第 9 項

に規定する商品市場（同条

第12項に規定する外国商品

市場を含む。）その他組織的

かつ継続的に開設され、そ

の相場が公表されている市

場において取引されている

こと又はその見込みがある

こと。

・この要件は、商品又は商品デリバティブ取引の価格を原

指標とするレバレッジ型・インバース型指標のみ適用さ

れます。

・原指標において、「公正な価格形成メカニズム」が存在

することを求めています。

・「公正な価格形成メカニズム」は、原指標を構成する資

産（当該資産に係るデリバティブ取引を含む。）が、組

織的かつ継続的に開設され、その相場が公表されている

市場（以下「組織された市場」）において取引されてい

ることが求められます。

※「原指標を構成する資産」が組織された市場において取

引されていることとは、資産（当該資産に係るデリバテ

ィブ取引を含む）が単一である場合は、当該資産が組織

された市場において取引されているとの意味であり、複

数の資産から一つの原指標を算出している場合（例：貴

金属バスケット指数）は、原指標を構成するバスケット

又は各資産が組織された市場において取引されている

ことを意味します。

※「組織された市場」とは、公正な取引ルールが整備され

ている、一定程度の参加者と取引量があり、当該市場で

形成された価格が一般的に認知されている、形成された

価格がインターネットや新聞、情報端末等により広く世

間に配信されている等のいずれかの要件を満たす市場

を想定しています。

※「公正な価格決定メカニズム」を担保するために必要な

取引は、実際に当該取引によって運用されるかどうかは

問わないため、より幅広い範囲の取引が対象となりま

す。そのため、ここでは「商品デリバティブ取引」とい

う、有第 1104 条第 1 項第 2号 d(a)トの「商品投資等取

引」（新規上場申請銘柄であるＥＴＦＪＤＲの信託財産

（受託有価証券）となる外国ＥＴＦ又は外国商品現物型

ＥＴＦの投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動

率と指標の変動率を一致させるための運用に必要な取

引）と比較してより幅広い取引の概念を記載していま

す。
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指標の適格性についての審査にあたっては、以下の情報をご提出いただくことになります。

（※指標の算出主体が当取引所である場合、提出は不要です。）

1
指標の構成銘柄の一覧表

：構成銘柄名、各銘柄のウェイト、取引高等

2
指標の算出要領

：指標の算出方法、構成銘柄の変更基準及び方法を記載した要領

3

指標の構成銘柄の変更状況

：3年程度

※3年未満の指標は算出開始から直近までの期間

4
指標の算出主体の概要

：既上場商品に係る指標の算出主体でない場合に限ります。

5

指標の使用に関する許諾契約（ライセンス契約）の締結を確認できる資料（※）

（※）原則として、ライセンス契約の写しを提出してください。当該書類を提出できないと認め

られる場合には、当該書類に代わり、東証市場に上場するにあたってライセンス供与されてい

ることを証する書類を提出してください。

6 指標の過去の実績
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（４）純資産額と指標との相関性に関する上場審査（有第 1104条第 1項第 2号ｄの 2を準用）

当取引所では、新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標との間に高い相関があり、当該

指標の変動が当該一口あたりの純資産額に適正に反映されると見込まれることを確保するため、一口あた

りの純資産額と特定の指標の変動率を一致させるための仕組み等についての上場審査基準を設けています。

当該上場審査基準については、上場審査のための提出書類「新規上場申請銘柄に係る確認事項について」

の中で、新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標の変動率を一致させるための仕組み及び

対応を回答していただき、以下の（1）から（3）までのいずれかの要件に適合することを確認しています。

(1)

特定の指標が有価証券その他の資産の価格に係る指標である場合において、当該指標の構成銘柄のうち時価総額構

成比率 95％以上を占める各銘柄若しくは各種類（当該指標が単純平均型のものである場合は、原則として、当該指

標の全構成銘柄）の有価証券その他の資産（信用性その他の事項を勘案し、公益又は投資者保護の観点から、当取

引所が投資信託財産等として適当でないと認めるものを除く。以下このｄの 2 における「有価証券」において同じ。）

又は当該各銘柄の価格に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられるこ

とが見込まれること。

(2)
特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込ま

れること。

(3)
新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標との間に高い相関があり、当該指標の変動が当該一口あ

たりの純資産額に適正に反映されると見込まれること。

※（3）については、新規上場申請銘柄が、デリバティブ取引に係る権利や商品投資等取引に係る権利を

用いて以下のような仕組みにより運用することなどが考えられます。

・投資信託財産等の金銭の一部を証拠金とするデリバティブ取引で運用し、当該デリバティブの価     

格を純資産額に反映することで一口あたりの純資産額と特定の指標の変動率を一致させる仕組み。

・主として債券等に投資を行って、リンク債の発行者やＯＴＣデリバティブの相手方（いわゆる「カウ

ンター・パーティー」）に対して当該投資から発生する金利収入を支払い、カウンター・パーティー

から特定の指標のリターンを受け取る方法を利用することで、一口あたりの純資産額と特定の指標の

変動率を一致させる仕組み。

※当取引所では、このような新規上場申請銘柄については、上場審査のための提出書類「新規上場申請

銘柄に係る確認事項について」において、主に以下の観点について詳細を説明していただき、一口あ

たりの純資産額と特定の指標との間に高い相関性を確保する仕組みがあるかどうかの審査を行います。

・投資運用対象となる投資信託財産等の内容（デリバティブに係る権利や商品投資等取引に係 る権利

の内容）

・運用方針・方法

・乖離を防止するための対応等

・運用に関する実績やシミュレーションの結果がある場合にはその内容
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（５）信用リスクがあるＥＴＦに関する上場審査（有第 1104 条第 1項第 2号ｄの 4を準用）

当取引所では、特定の指標に連動する投資成果を目指す手法として、「組入有価証券」や「組入債権」を

投資信託財産等に組み入れる新規上場申請銘柄（指標連動有価証券組入型ＥＴＦ）については、上場後継

続的に運用が行われる見込みがあるかどうか及び、カウンター・パーティーの信用状況等に関する管理

体制等が管理会社において適切に整備されているかどうか、について上場審査を行います。

※組入有価証券：特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券（いわゆる「リンク債」

等）

※組入債権：特定の指標に連動する投資成果を目的として締結された特定の者との契約に係る権利（いわ

ゆる「ＯＴＣデリバティブ」等）

※カウンター・パーティー：組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方（当該組入有価証券

又は当該組入債権に係る保証者がある場合にあっては、保証者）

新規上場申請銘柄について、上場後継続的にカウンター・パーティーによる運用が行われる見込みがあ

るかどうか（新規上場申請銘柄の投資信託財産等の運用の継続に支障を来たすおそれがある具体的な状況

があるかどうか）に関する上場審査は、以下の①ａからｄまでの観点から行います。また、カウンター・

パーティーの信用状況等に関する管理体制等に関する上場審査は、以下の②ａからｅまでの観点から行い

ます。

①継続的な運用に関する上場審査

上場審査等に関するガイドラインⅦ 10．（1） 審査の観点

ａ カウンター・パーティーが作成する

直近の財務諸表等又は中間財務諸表等

（カウンター・パーティーが、四半期

財務諸表提出会社又は四半期連結財務

諸表提出会社である場合にあっては、

四半期財務諸表等）に継続企業の前提

に関する事項が注記されていないこ

と。

・カウンター・パーティーが作成する財務諸表等や中間財務諸表等（カウ

ンター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結

財務諸表提出会社である場合にあっては、四半期財務諸表等）の

うち直近のものにおいて、継続企業の前提に関する事項（いわゆるＧ

Ｃ注記）が記載されていないことが必要となります。

※カウンター・パーティーとは、組入有価証券の発行者及び組入債権に係

る契約の相手方のことをいいますが、当該組入有価証券又は当該組入債

権に係る保証者がある場合においては保証者のことをいいます。

ｂ カウンター・パーティーが作成する

直近の財務諸表等又は中間財務諸表等

に添付される監査報告書若しくは中間

監査報告書（カウンター・パーティー

が、四半期財務諸表提出会社又は四半

期連結財務諸表提出会社である場合に

あっては、四半期財務諸表等に添付さ

・カウンター・パーティーが作成する直近の財務諸表等や中間財務諸表等

に係る監査報告書や中間監査報告書（カウンター・パーティーが、

四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表提出会社である

場合にあっては、四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー

報告書）のうち直近のものにおいて、公認会計士等の無限定適正意

見等が記載されていること又は比較情報についての事項のみを理由

として、公認会計士等の限定付適正意見等が記載されていることが必
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上場審査等に関するガイドラインⅦ 10．（1） 審査の観点

れる四半期レビュー報告書）において、

公認会計士等の「無限定適正意見」若

しくは「中間財務諸表等が有用な情報

を表示している旨の意見」（カウンタ

ー・パーティーが、四半期財務諸表提

出会社又は四半期連結財務諸表提出会

社である場合にあっては、四半期レビ

ュー報告書において、公認会計士等の

「無限定の結論」）が記載されている

こと又は監査報告書若しくは中間監査

報告書（カウンター・パーティーが、

四半期財務諸表提出会社又は四半期連

結財務諸表提出会社である場合にあっ

ては、四半期レビュー報告書）におい

て、比較情報についての事項のみを理

由として、公認会計士等の「限定付適

正意見」若しくは「除外事項を付した

限定付結論」が記載されていること。

要となります。

※ここでの無限定適正意見等とは、監査報告書における「無限定適

正意見」、中間監査報告書における「中間財務諸表が有用な情報

を表示している旨の意見」、四半期レビュー報告書における「無

限定の結論」を指します。

※ここでの限定付適正意見等とは、監査報告書における「限定付適正

意見」、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書における「除

外事項を付した無限定の結論」を指します。

ｃ カウンター・パーティーが直近の事

業年度又は中間会計期間（カウンタ

ー・パーティーが、四半期財務諸表提

出会社又は四半期連結財務諸表提出会

社である場合にあっては、四半期会計

期間又は四半期連結会計期間）の末日

において債務超過の状態でないこと。

・カウンター・パーティーが事業年度又は中間会計期間（カウンター・

パーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸表

提出会社である場合にあっては、四半期会計期間）の末日のうち直

近の日において、債務超過でないことが必要となります。

・当該基準については、カウンター・パーティーの 近の事業年度の財務

諸表等を用いて確認します。

ｄ その他継続的な運用に支障を来たす

おそれがある具体的な要因が認められ

ないこと。

・前記 a からｃまでの基準のほか、カウンター・パーティーが継続的な運

用に支障を来たすおそれがある具体的な要因が認められないことが必

要となります。

・支障を来たすおそれがある具体的な要因とは、カウンター・パーティー

に関する信用リスクが高まった結果、当該カウンター・パーティーの破

綻が懸念される状況である場合や、信用格付の引下げが検討されている

状況である場合などが考えられます。

・当該項目については、管理会社による説明資料、カウンター・パーティ

ーによる公表資料、報道資料等を用いて確認します。
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②信用状況等に関する管理体制やその他の適切な体制に関する上場審査

上場審査等に関するガイドラインⅦ 10．（2） 審査の観点

ａ カウンター・パーティー等の適切な選定

基準が整備されていること。

・新規上場申請銘柄に係る管理会社は、当該新規上場申請銘柄の運

用の継続性を確保し、運用資産の毀損の可能性を軽減するために、

カウンター・パーティー等の適切な選定基準を整備した上で、当

該選定基準に基づいて適切な運用を行う必要があります。

・新規上場申請銘柄の運用の継続性を確保し、運用資産の毀損の可

能性を軽減するという目的に照らして、カウンター・パーティー等

を選定する際における、財務状況の健全性、適切な信用格付の内容、政

府保証の有無等の当該カウンター・パーティー等が充足する条件が整備

されていることが求められます。

※カウンター・パーティー等とは、組入有価証券の発行者及び組入債権に

係る契約の相手方と、当該組入有価証券又は当該組入債権に係る保証者

がある場合においては、当該保証者の両方をいいます。

ｂ 特定の指標に連動する投資成果を目的

として発行された有価証券の権利の内容

又は契約に係る権利の内容がその選定基

準に照らして適切なものであること。

・組入有価証券や組入債権の内容や契約に係る権利の内容が、その

選定基準に照らして適切なものであるかどうか（選定基準に基づ

いて適切な運用がなされているかどうか）を、管理会社の実務に

照らして確認します。

ｃ カウンター・パーティー等の財務状況等

に係る管理体制が適切に整備されている

こと。

・管理会社は、カウンター・パーティー等の財務状況や信用格付が変化

した場合に、当該状況を反映した投資運用を機動的に行う必要があると

考えられます。

・機動的な運用を行うために、カウンター・パーティー等の財務状況や信

用格付の状況を適時適切にモニタリングするための体制が整備されて

いるかどうかを確認します。

ｄ カウンター・パーティー等の財務状況等

の著しい悪化が明らかになった場合にお

ける投資信託財産等の毀損の可能性を軽

減させるための措置及び毀損が生じた場

合の対応が適切に整備されていること。

・上場ＥＴＦに係るカウンター・パーティー等が破綻することなどよっ

て、当該ＥＴＦの運用資産に毀損が生じることが考えられます。したが

って、管理会社は、カウンター・パーティー等の破綻のおそれ等が発生

した場合は、例えば、運用対象となるリンク債の速やかな入替えを行っ

たり、発生した状況に応じて契約内容を見直したり、必要と認められる

場合に適切なタイミングで運用資産について担保設定を行うことなど、

適切に対応する必要があると考えられます。

ｅ 管理会社又はその関係者がカウンタ

ー・パーティー等に関する情報を配信する

・カウンター・パーティー等の信用状況に関する情報は、広く一般に配信

されている必要があります。そこで、カウンター・パーティー等自身等
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上場審査等に関するガイドラインⅦ 10．（2） 審査の観点

場合にあっては、当該情報の内容及び配信

方法が適切なものであること。

により配信が行われていない場合には、これらの情報を管理会社又はそ

の関係者が配信する必要があります。

・このような場合においては、当該情報の内容や配信方法が適切なもので

あるかどうかについて確認します。具体的には、カウンター・パーティ

ー等の財務状況や信用格付の内容をホームページ等で、継続的に分かり

やすく 新の情報を配信しているかどうかなどを確認します。



東証・外国ＥＴＦの上場の手引き（第２３版）

31

（６）外国ＥＴＦ等サポート・メンバー制度について（有第 1104条第 2項第 6号ｂ）

（1） 外国ＥＴＦ等サポート・メンバー制度の概要

当取引所は、2008 年 7月に外国ＥＴＦ等サポート・メンバー制度を導入いたしました1。

外国ＥＴＦ等サポート・メンバー制度は、外国ＥＴＦについて株式における主幹事証券会社や内国

ＥＴＦにおける指定参加者のような流動性維持に関与する存在がないことから、取引参加者において、

外国ＥＴＦの流動性の向上について支援が可能な取引参加者を確保するため、取引参加者からの任意

の申請に基づき、当取引所が銘柄ごとに外国ＥＴＦ等サポート・メンバー及びそれに準じる準サポー

ト・メンバー（以下「外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等」といいます。）を指定する制度です。

当取引所が外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等に指定した取引参加者の皆様には、当該指定に係る

外国ＥＴＦについて、円滑な流通の確保に努めていただき、とりわけ、受益者の分布の状況が不均衡

な上場直後の期間においては、流通が不安定とならないよう、適正な値段及び数量の売買2を行うこと

に努めていただくことになります。当該制度においては発注時間や数量など売買に関する義務内容は

特に定めず、当該銘柄の特性、市場の状況等を勘案して、当該外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等が

適当と判断する可能な範囲内で、当該銘柄に発注をしていただき、当該銘柄の流動性のご支援をお願

いするものです。

また、外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等である取引参加者が、自身では円滑な流通の確保に係る

注文を行わず、第三者のマーケット・メイク業者（海外業者を含む）等より、一定の契約関係に基づ

いて円滑な流通の確保に係る注文を受託することもできます。

なお、上場制度上、外国ＥＴＦの新規上場申請者に対しては、新規上場時に外国ＥＴＦ等サポート・

メンバー等の指定が行われる見込みがあることを求めています。したがいまして、上場申請時には事前

1 2011年4月１日の制度改正（ＪＤＲ形式による指標連動証券の上場制度の整備等に伴う業務規程等の一部改正）により「外国ETF

サポート・メンバー制度」から改称。
2 対象ＥＴＦ及び対象ＥＴＦのヘッジに使用する金融商品等の相場状況、値段等の取引条件、ポジション・リスク等を考慮して、取引参

加者が適正と考える値段及び数量の範囲内で呼値を行うことをいいます。

◆有価証券上場規程第 1104 条第 2項第 6号ｂ

当取引所の市場における外国ＥＴＦの流通の確保のために、新規上場申請銘柄の上場の時までに業務

規程第 68 条に規定する当取引所が指定する取引参加者が指定される見込みがあること。

◆業務規程第68条

（外国株券等の円滑な流通の確保）

外国株券、投資信託受益証券、投資証券、内国商品信託受益証券、転換社債型新株予約権付社債券及び

交換社債券（以下この条において「外国株券等」という。）について、幹事金融商品取引業者等（幹事である

金融商品取引業者をいい、指標連動型投資信託受益証券にあっては、指定参加者（募集の取扱いを行う者

をいう。）をいい、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国証券信託受益証券（外国法人の発行する株

券を信託財産とするものを除く。）及び外国受益証券発行信託の受益証券にあっては、当取引所が定めると

ころにより当取引所が指定する取引参加者をいう。）である取引参加者は、当取引所の市場における当該外

国株券等の円滑な流通の確保に努めるものとする。
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に外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等の申請を行う取引参加者各社との調整が必要となりますので、ご

留意ください。

（2）外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等の指定・辞退の手続き

①外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等への指定

外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等の指定を希望される取引参加者におかれましては、指定を希望さ

れる銘柄ごとに、それぞれ「外国ＥＴＦ等サポート・メンバー指定申込書」又は「外国ＥＴＦ等準サポ

ート・メンバー指定申込書」（以下「指定申込書」といいます。）の提出をお願いいたします。それぞれ

の指定申込書は弊社のＴａｒｇｅｔ「フォーマット集」にある参考様式3になります。

なお、外国ＥＴＦ等サポート・メンバーの指定を希望される取引参加者におかれましては、指定申込

書の提出の際に、併せて円滑な流通の確保のための注文発注に関する方針について記載した書面（「円

滑な流通の確保に関する基本方針」（様式自由））の提出をお願いいたします。当該書面には、外国ＥＴ

Ｆ等サポート・メンバーの指定を希望される取引参加者において、「当該銘柄に係る売呼値及び買呼値

を行うこと」、「円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して当該取引参加者が適当と判断

する範囲内で、既に行われている当該銘柄の呼値に対当する呼値を行うこと」のいずれかについて努め

る旨など、円滑な流通の確保のための基本的な方針を可能な範囲で記載ください。外国ＥＴＦ等サポー

ト・メンバーは、当該基本方針に従って円滑な流通の確保に努めることが期待されます4。なお、当該

書面は公表いたしません。

外国ＥＴＦ等準サポート・メンバーの指定を希望される取引参加者におかれましては、「円滑な流通の

確保に関する基本方針」の提出は不要です。ただし、当該書面の提出を妨げるものではございません。

なお、当該書面は公表いたしません。

また、外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等の指定を希望される取引参加者が、自身では円滑な流通の

確保に係る注文を行わず、第三者のマーケット・メイク業者等より、一定の契約関係に基づいて円滑な

流通の確保に係る注文を受託する場合5には、当該取引参加者と当該業者等の間の契約内容の概要が分

かる書面等を併せて提出いただきます。

お申込いただいた取引参加者に対して、提出書面の確認等をさせていただいた後、当取引所から「外

国ＥＴＦ等サポート・メンバー指定通知書」「外国ＥＴＦ等準サポート・メンバー指定通知書」をお送

りさせていただきます。

なお、外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等の指定及びその維持にあたって、当取引所に対する追加的

費用は発生しません。

3 指定申込書の参考様式について、確認事項等に必要に応じて文言を追加すること（例えば、外国ＥＴＦ等準サポート・メンバー指定

申込書の確認事項において、「円滑な流通の確保に関する基本方針」を添付し、当該基本方針に基づき「円滑な流通の確保」に努

める旨を追記していただくなど）は妨げませんが、参考様式に記載されている内容の変更・削除は、原則としてできません。
4 当該書面に、対象ＥＴＦ及び対象ＥＴＦのヘッジに使用する金融商品等の相場状況、値段等の取引条件、ポジション・リスク等に照ら

して円滑な流通の確保のための売り呼値、買い呼値の一方又は双方を行うことができない場合（システム障害、対象ＥＴＦ又は対象

ＥＴＦのヘッジに使用する金融商品等の価格に重大な影響を与える発表・報道や相場の急変等）について記載いただいた場合には、

これらの記載に従って円滑な流通の確保を行うことが期待されます。
5 この場合には、指定申込書の確認事項に、①円滑な流通の確保に努める具体的な方法として、取引参加者が指定する第三者が

行う注文を受託し、当該注文を当取引所市場に発注するとともに、②円滑な流通の確保のため、当該取引参加者が当該銘柄の呼

値の状況に応じて当該第三者に適時適切に連絡を行うことに努める旨を追記していただきます（参考様式をご参照ください）。
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②外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等の指定取消し

外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等の指定を受けた後、指定取消しを希望する場合には、指定取消し

を希望する日（以下「指定取消日」といいます。）の 1か月前までに、「外国ＥＴＦ等サポート・メンバ

ー指定取消し申込書」又は「外国ＥＴＦ等準サポート・メンバー指定取消し申込書」の提出をお願いい

たします。

当取引所は、提出書面の確認等をさせていただいた後、当取引所から「外国ＥＴＦ等サポート・メン

バー指定取消し通知書」又は「外国ＥＴＦ等準サポート・メンバー指定取消し通知書」をお送りさせて

いただきます。

なお、投資者の混乱防止等の観点から、指定取消日は、外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等に指定さ

れた日から起算して 6か月を経過した日以降の日としていただきますよう、お願いいたします。

上記外国ＥＴＦ等サポート・メンバー等による指定取消し希望のほか、当取引所は、外国ＥＴＦの市

場秩序の維持、投資者保護の観点から必要と認める場合には、指定を取り消すことがあります。

（3）取引料の割戻し

外国ＥＴＦ等サポート・メンバーの指定を受けた取引参加者につきましては、指定に係る銘柄におけ

る外国ＥＴＦ等サポート・メンバーに指定された日以降の取引実績に応じて、取引料の割戻しをさせて

いただきます。

なお、外国ＥＴＦ等準サポート・メンバーの指定を受けた取引参加者におかれましては、上記取引料

の割戻しはございませんので、了承ください。

外国ＥＴＦ等サポート・メンバーに対する具体的な取引料の割戻し額は、毎年 4月から翌年 3月末日

までの間に外国ＥＴＦ等サポート・メンバーが当取引所立会市場において行った、外国ＥＴＦ等サポー

ト・メンバーの指定に係る銘柄の売買6のうち、外国ＥＴＦ等サポート・メンバーとして行ったものと

して指定する注文に係る売買の取引代金の合計額7に、万分の 0．261 を乗じて算出した額（円単位未満

の端数は切り捨てます。）となります。

ただし、外国ＥＴＦ等サポート・メンバーの指定又は指定取消しの日が属する年度における取引料の

割戻しについては、当該指定の日又は指定取消しの日を、それぞれ当該年度の初日又は 終日とします。

割戻しの方法としては、毎年 4月下旬を目途に、その前年度の取引料の引落し口座に振り込ませていた

だきます。

（4）その他

①外国ＥＴＦ等サポート業務取扱担当者の届出

外国ＥＴＦ等サポート・メンバー制度に関する諸連絡において、当取引所との連絡の窓口となってい

ただける方として、「外国ＥＴＦ等サポート業務取扱担当者届出書」に基づき、指定日までに「外国Ｅ

ＴＦ等サポート業務取扱担当者」の届出をお願いいたします。

なお、外国ＥＴＦ等サポート業務取扱担当者に変更が生じた場合は、その都度当該届出をお願いいた

6 当該銘柄のＴｏＳＴＮｅＴ市場における売買は含まれません。また、過誤訂正等のための売買（業務規程第４１条に定める売買をいい

ます。）及び復活のための売買（業務規程第４２条に定める売買をいいます。）を含みます。
7 具体的には、外国ＥＴＦ等サポート・メンバーが当該指定に係る銘柄の円滑な流通の確保のための注文を行う際、当該注文の「サポ

ート・メンバー区分」を「１：サポート・メンバー注文」に設定して発注していただく必要があります。（それ以外の注文については「０：

設定なし」に設定して発注していただきます。）
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します。

②外国ＥＴＦ等サポート・メンバーの公表等

当取引所は、外国ＥＴＦ等サポート・メンバーの指定又は指定取消しを行ったときには、その旨を各

取引参加者に通知します。併せて、当取引所ホームページにおいても、その旨を公表します。

外国ＥＴＦ等準サポート・メンバーにおかれましては、上記通知・公表は行いません。

③外国ＥＴＦ等サポート・メンバー制度に関する様式の掲載

外国ＥＴＦ等サポート・メンバー制度に係る以下の書類の様式につきましては、Ｔａｒｇｅｔ「届出

書類」→「フォーマット集一覧」→「株式部（株式関係）」に掲載しています。

【Ｔａｒｇｅｔ「フォーマット集」掲載様式】

○外国ＥＴＦ等サポート・メンバー指定申込書 （参考様式）

○外国ＥＴＦ等準サポート・メンバー指定申込書（参考様式）

○外国ＥＴＦ等サポート・メンバー指定取消し申込書    

○外国ＥＴＦ等準サポート・メンバー指定取消し申込書  

○外国ＥＴＦ等サポート業務取扱担当者届出書      
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4．上場申請書類等

外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの上場申請書類等は以下のとおりです。

※外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦ、外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ、外国商品現物型

ＥＴＦでは、必要な書類が異なります。

※表の列タイトルにある「信託」は外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦ、「法人」は外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦ、「商品」は外国商品現物型ＥＴＦを指し、各ＥＴＦで求める書類はそれぞれ「●」

又は「○」が付されています。（「○」については、専用フォーマットとなります。）「－」が付されてい

る項目は書類の提出の必要はありません。

※申請書類のうち、当取引所が書面による提出が必要と認める書類等を除き、原則として、電磁的記録に

よりご提出ください。なお、申請受付時には、提出資料一覧をご作成のうえ、冒頭に申請会社代表者が

記名押印し、書面でご提出ください。

※表の列タイトルにある「書面」は書面で提出いただく書類を指しています。

※表の列タイトルにある「部数」は、書面でご提出いただく際の部数となります。電子的記録でご提出い

ただく場合には、例えば部数が２部となっている場合であっても、電子データ 1 ファイルのご提出でか

まいません。

※各フォーマットは下記の当取引所ＨＰよりダウンロードしてください。

「ＥＴＦ・新規上場申請者提出書類ダウンロード」

https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/format/index.html

※各提出書類の記載内容については、本国等の法制度、実務慣行等を勘案します。

※下表に記載する上場申請書類のほか、前述の虚偽記載及び監査意見等に係る上場審査（有第 1104 条第 2

項第 1号・有第 1104 条第 5項第 1号（有第 1104 条第 1項第 2号ｅを準用））のため、監査報告書の写し

等の資料を別途にご提出いただくことがあります。

信

託

法

人

商

品
提出書類 書面 部数 提出時期 提出の根拠 備考

1 ● ● ● ＥＴＦ上場契約書（第 4－2

様式）【所定】

● 1 部 上場承認

日の前営

業日まで

有第 1102 条

第 1 項（有施

第 1101 条）

・管理会社及び信託受託者（外

国投資法人及び管理会社）か

らそれぞれご提出いただきま

す（連名ではありません。）。

2 ● ○ ○ 有価証券新規上場申請書

【所定】

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 1 項

・上場申請時において未確定で

ある上場時の指定振替機関に

預託されている預託口数及び

預託口数に係る純資産総額

は、確定した後「24．上場申

請有価証券預託口数確定通知

書」でご連絡いただきます。

3 ● ● ● 新規上場申請に係る宣誓書 ● 1 部 上場 有第 1103 条
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信

託

法

人

商

品
提出書類 書面 部数 提出時期 提出の根拠 備考

（第 4－5 様式）【所定】 申請日 第 1 項（有施

第1102条第2

項）

4 ● ● ● 指標に関する次のａからｄ

までに掲げる書類

ａ 指標の構成銘柄の一覧

表

ｂ 指標の算出要領

ｃ 新規上場申請日の 3 年

前の日以後の指標の構

成銘柄の変更状況を記

載した書類

ｄ 指標の算出主体の企業

属性等の基本情報を記

載した書類。ただし、

当該算出主体が上場指

標連動型ＥＴＦに係る

指標の算出主体である

場合には、添付を要し

ない。

1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第1

号）

・新規上場申請銘柄に係る指標

の算出主体が当取引所である

場合は不要です。

5 ● ○ ○ 新規上場申請銘柄に係る

確認事項を記載した書類

【参考様式】

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項、同第

4 項（有施第

1103 条第 2

号、同 2 号の

2）

・当該書類の記載内容は以下と

なります（外国商品現物型Ｅ

ＴＦは 2 と 3 のみ。）。

1.新規上場申請銘柄の一口あ

たりの純資産額と特定の指

標の変動率を一致させるた

めの仕組み及び対応（有施第

1103 条第 2 号）  

2.新規上場申請銘柄の上場後

の円滑な流通が確保される

見込み（有施第 1103 条第 2

号の 2）

3.ファンドの運営体制（有第

1103 条第 4 項）

4.カウンター・パーティー等の
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信

託

法

人

商

品
提出書類 書面 部数 提出時期 提出の根拠 備考

信用状況等に関する管理体

制等（有第 1103 条第 4 項）

6 ● － ● 有第1104条第1項第3号の

規定により管理会社が確約

した書面【参考様式】

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第3

号）

・当該書類の記載内容について

は（注 1）をご参照ください。

※信託受託者に関する情報の

把握・開示等について

7 － － ○ 有第1104条第4項第1号の

3 により信託の委託者が確

約した書面【参考様式】

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第3

号の 2ａ）

・管理会社が信託受託者である

場合に限ります。

・当該書類の記載内容について

は（注 2）をご参照ください。

※当取引所の照会に応じるこ

とについて

8 － － ○ 有第 1104 条第 4 項第 4 号

（同条第 5 項第 1 号又は同

条第 6 項による場合を含

む。）の規定により管理会社

が確約した書面【参考様式】

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第3

号の 2ｂ）

・当該書類の記載内容について

は（注 3）をご参照ください。

※信託財産について

9 － － ○ 有第1104条第5項第3号ａ

（同条第 6 項による場合を

含む。）の規定により管理会

社が確約した書面【参考様

式】

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第3

号の 2ｃ）

・当該書類の記載内容について

は（注 4）をご参照ください。

・新規上場申請銘柄の発行に関

する本国等の法令又は新規

上場申請銘柄の信託約款に

おいて管理に関して投資者

保護等の措置が講じられて

いる場合（有第 1104 条第 5

項第 3 号ｂに該当する場合）

は、提出の必要はありませ

ん。

※信託財産の管理等について

10 ● ● ● 投資信託約款、信託約款若

しくはこれに類する書類又

は規約若しくはこれに類す

2 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第4
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信

託

法

人

商

品
提出書類 書面 部数 提出時期 提出の根拠 備考

る書類 号）

11 ● ● ● 外国ＥＴＦ又は外国商品現

物型ＥＴＦの設定又は発行

が適法であることについて

の法律専門家の法律意見書

及び当該意見書に掲げられ

た関係法令の関係条文

1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第5

号ａ）

12 ● ● ● 有価証券新規上場申請書に

記載された代表者が外国Ｅ

ＴＦ又は外国商品現物型Ｅ

ＴＦの上場に関し、正当な

権限を有する者であること

を証する書類

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第5

号ｂ）

13 ● ● ● 管理会社若しくは外国投資

法人の代理人等を選定して

いること又は当該代理人等

から受託する旨の内諾を得

ていることを証する書面

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第5

号ｃ）

14 ● ● ● 外国ＥＴＦ又は外国商品現

物型ＥＴＦが設定又は発行

された国の法令に基づき、

外国ＥＴＦ又は外国商品現

物型ＥＴＦの設定又は発行

について承認、認可、許可、

届出又はこれらに相当する

ものが行われている旨を証

する書面の写し

1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第5

号ｄ）

15 ● ● ● 当該外国ＥＴＦ、当該外国

ＥＴＦ信託受益証券、当該

外国商品現物型ＥＴＦ及び

当該外国商品現物型ＥＴＦ

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 2 項（有施

第1103条第5

号ｅ）

・業務規程施行規則第 32 条の 2

第 1 項に規定する取引参加者

とは、外国ＥＴＦ等サポー

ト・メンバーをいいます。
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信

託

法

人

商

品
提出書類 書面 部数 提出時期 提出の根拠 備考

信託受益証券に係る業務規

程施行規則第 32 条の 2第 1

項に規定する取引参加者の

申込みを証する書面の写し

※外国ＥＴＦ等サポート・メン

バー制度の詳細については

「３．上場審査の内容（６）

外国ＥＴＦ等サポート・メン

バー制度について」の欄をご

参照ください。

16 ● ● ● 有第1103条第3項の規定に

より管理会社（外国投資証

券に該当する外国ＥＴＦの

場合は外国投資法人）が提

出する書類

備考 備考 有第 1103 条

第 3 項（有施

第 1104 条）

・当該書類の内容、部数及び提

出時期については（注 5）を

ご参照ください。

17 ● ● ● 有価証券報告書（ドラフト） 2 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 4 項

18 ● ● ● 有価証券届出書（ドラフト） 2 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 4 項

19 ● ● ● 反社会的勢力との関係がな

いことを示す確認書【参考

様式】

● 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 4 項

・管理会社及び信託受託者（外

国投資法人及び管理会社）か

らそれぞれご提出いただきま

す（連名ではありません。）。

・当取引所に既にご提出いただ

いている場合には、提出の必

要はありません。

20 ● ● ● 商品概要書（ドラフト） 1 部 上場

申請日

有第 1103 条

第 4 項

21 ● ● ● 特定非課税管理勘定対象銘

柄に関する申告書【参考様

式】

1 部 上場

申請日

・当該書類の内容及び提出方法

については（注 6）をご参照

ください。

22 ● ● ● 貸借取引制度の運営にかか

る協力を確約する書面

● 2 部 上場承認

まで

・提出者：管理会社

・提出先：当取引所及び日本証

券金融株式会社

・当該書類の記載内容について

は（注 7）をご参照ください。
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信

託

法

人

商

品
提出書類 書面 部数 提出時期 提出の根拠 備考

23 ● ● － 指標連動有価証券等組入

型ＥＴＦに係る管理体制等

に関する報告書【参考様式】

1 部 上場承認

後直ちに

有第 1103 条

第 6 項

・当該書類の記載内容について

は（注 8）をご参照ください。

※当該書類は新規上場申請銘柄

が、有価証券上場規程第 1001

条第 13 号に規定する指標連

動有価証券等組入型ＥＴＦに

該当する場合のみ提出いただ

きます。

24 ● ● ● 上場申請有価証券預託口数

確定通知書【参考様式】

1 部 確定後す

みやかに

有第 1103 条

第 1 項

（注 1）

「6：有第 1104 条第 1 項第 3 号の規定により管理会社が確約した書面」とは、新規上場申請銘柄に係る管

理会社が、以下の事項について確約した書面となります。

ａ 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。

ｂ 新規上場申請銘柄に係る信託受託者に関する情報について第 1107 条の規定に従い開示を行うこと。

ｃ 新規上場申請銘柄に係る管理会社が第 1107条の規定に従い信託受託者に関する情報の開示を行うこ

とについて当該信託受託者が同意していること。

（注 2）

「7：有第 1104 条第 4 項第 1 号の 3 により信託の委託者が確約した書面」とは、新規上場申請銘柄に係る

信託の委託者が、「商品の拠出状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合に、直ちに照会事項

について正確に報告すること」を確約した書面となります。

（※管理会社が信託受託者である場合に限ります。）

（注 3）

「8：有第 1104 条第 4 項第 4 号の規定により管理会社が確約した書面」とは、新規上場申請銘柄に係る管

理会社が、「新規上場申請銘柄の信託財産について、その総資産のうち 95％以上について、特定の商品を組

み入れる旨」を確約した書面となります。

（注 4）

「9：有第 1104 条第 5 項第 3 号 a の規定により管理会社が確約した書面」とは、新規上場申請銘柄に係る

管理会社が、以下の事項について確約した書面となります。

・新規上場申請銘柄に係る受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた商品その他の財産の

管理又は処分の指図を行うことについて、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は当

該新規上場申請銘柄に係る商品の取引の信用を失墜させることのないよう適切に行う旨

（注 5）

「16：有第 1103 条第 3項の規定により管理会社が提出する書類」の内容、部数及び提出時期は以下のとお
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りです。

(1) 新規上場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の１年前の日以後上場することとなる日ま

でに、内閣総理大臣等に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通 知書の提出を行

った場合

次のａからｄまでに掲げる書類の写し各２部（ｂに掲げる書類の写しについては１部）

ａ 有価証券届出書（添付書類を含む。訂正届出書についても同様。）

ｂ 有価証券届出効力発生通知書

ｃ 有価証券通知書（変更通知書を含む。）

ｄ 届出目論見書及び届出仮目論見書

(2) 新規上場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の１年前の日以後上場することとなる日ま

でに、内閣総理大臣等に次のａ又はｂに掲げる書類を提出した場合

ａ 有価証券報告書（訂正報告書を含む。）及びその添付書類

ｂ 半期報告書（訂正報告書を含む。）

その写し各２部

(3) 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合

当取引所所定の「募集又は売出実施通知書」

（※当該通知書の提出は、上場の時までに行えば足りるものとします。）

（注 6）

「21：特定非課税管理勘定対象銘柄に関する申告書」とは、

「特定非課税管理勘定（所謂、ＮＩＳＡの成長投資枠）の対象銘柄であること」（租税特別措置法第 37 条

の 14第 5項第 8号）を当取引所へ申告するための手続きとして、必要となる書面となります。当該書面及

び申告書添付書類を、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出いただきます。対象銘柄については、

一覧にとりまとめたうえで、当取引所ＨＰに掲載します。

（注 7）

「22：貸借取引制度の運営にかかる協力を確約する書面」とは、

「貸借取引を行うために十分な量の受益証券の借入れが可能であると認められること」（有第 1104 条第 1

項第 2 号ｄの 3（ａ））を充足するための手続きとして、必要となる書面となります。受益証券又は外国投

資証券を多数保有する機関等と調整したうえで、当該書面を当取引所及び日本証券金融株式会社それぞれ

に 1部ずつご提出いただきます。

（注 8）

「23：指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに係る管理体制等に関する報告書」に関しては、以下の項目につ

いてご記載いただきます。

(1) カウンター・パーティー等の信用状況に関する管理体制

1 カウンター・パーティー等の選定基準

2  カウンター・パーティー等の財務状況等に係る管理体制

3  カウンター・パーティー等の財務状況等の著しい悪化が明らかになった場合における投資信託財産等

の毀損の可能性を軽減させるための措置及び毀損が生じた場合の対応に係る体制

(2) カウンター・パーティー等に関する情報の配信に係る体制（情報の配信方法等）

（※カウンター・パーティー等とは、組入有価証券の発行者及び組入債権に係る契約の相手方と、当該組

入有価証券又は当該組入債権に係る保証者がある場合においては、当該保証者の両方をいいます。）
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Ⅱ 適時開示

1．適時開示項目

外国ＥＴＦ（外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦ）及び外国商品現物型ＥＴＦの適時開示項

目は以下のとおりです。

※外国投資証券に該当する外国ＥＴＦについては別途記載しています。

フォーマットは下記の当取引所ＨＰよりダウンロードしてください。

「ＥＴＦ適時開示書類ダウンロード」

https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/format/index.html

【外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ】

種類
内容

（外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

管理会社

決定事実

売出し 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ａ）

上場指標連動型ＥＴＦに係る受益権の併合又は分

割

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ａ）の 2

・流通市場に混乱をもたらすお

それ又は受益者の利益の侵

害をもたらすおそれのある

上場ＥＴＦに係る受益権の

併合又は分割は行わないも

のとします。（有第 1110 条の

2 第 1 項）

外国投資信託に必要な資金の借入れ 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｂ）、有施第 1109

条第 2 項第 3 号

・投資信託、外国投資信託又

は信託に必要な資金の借入

れのうち、信託設定に伴う

消費税等の支払いに係る借

入れに該当する場合は開示

の対象ではありません。

投資信託約款若しくは信託約款若しくはこれに類

する書類の変更又は投資信託契約若しくは信託契

約の解約

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｃ）、有施第 1109

条第 2 項第 1 号

・投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして施行

規則で定める基準に該当す

るものを除きます。具体的に

は投資信託約款の変更理由

が次のａからｃまでのいず

れかに該当する場合をいい

ます。

ａ 法令の改正等に伴う記載

表現のみの変更
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種類
内容

（外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

ｂ 本店所在地の変更

ｃ その他投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なも

のとして当取引所が認め

る理由

上場指標連動型ＥＴＦの名称の変更 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｃ）の 2

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標の新たな

指標への変更

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｃ）の 3

国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等

に対する指標連動型ＥＴＦの上場の廃止に係る申

請

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｄ）

管理会社の合併 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｅ）

管理会社の破産手続開始の申立て 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｆ）

管理会社の解散（合併による解散を除く。） 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｇ）

管理会社の金融商品取引業又はこれに類する業の

廃止

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｈ）

管理会社の会社分割（事業の全部を承継させる場合

に限る。）

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｊ）

管理会社の事業の全部の譲渡 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｋ）

管理会社が法又は外国の法令に基づき内閣総理大

臣等（注 1）に対して行う認可若しくは承認の申

請又は届出

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｌ）（有施第 1109

条第 2 項第 2 号）

・投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして施

行規則で定める基準に該当

するものを除きます。

・詳細は（注 2）をご参照くだ

さい。
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種類
内容

（外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務

諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認

会計士等の異動

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｍ）

追加信託、一部解約若しくは交換又は上場指標連動

型ＥＴＦの買取りを臨時に停止することとしたこ

と。

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｐ）

指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務にお

ける取扱いの対象とならないこと

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｒ）

信託の分割 有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｒ）の 2

・外国商品現物型ＥＴＦのみ

が開示対象となります。

管理会社が、管理会社としての業務に必要な免許、

認可又は登録等について、内閣総理大臣等（注 1）

により失効、取消し又は変更登録等を受け、管理会

社としての業務を行わないこととなること

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｓ）

上場指標連動型ＥＴＦ又は管理会社の運営、業務若

しくは財産に関する重要な事項であって投資者の

投資判断に著しい影響を及ぼすもの

有第 1107 条第 2 項第 1

号ａ（ｔ）

・詳細は（注 3）をご参照くだ

さい。

管理会社

発生事実

法第51条又は法第52条の2の規定による業務改善

命令又はこれに類する処分

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｂ（ａ）

上場廃止の原因となる事実（第 1112 条第 1 項第 1

号に掲げる事由に係るものに限る。）

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｂ（ｂ）

法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等（注 1）

の認可、承認又は処分

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｂ（ｃ）

有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務

諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認

会計士等の異動（業務執行を決定する機関が、当該

公認会計士等の異動を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。）において、その内容を開示し

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｂ（ｄ）
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種類
内容

（外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

た場合を除く。）

2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明

府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書

を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣

総理大臣等（注 1）に対して、法第 24 条第 1 項又

は第 24 条の 5第 1 項に定める期間内に提出できる

見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかっ

たこと並びにこれらの開示を行った後提出したこ

と。

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｂ（ｅ）

上場指標連動型ＥＴＦ又は当該管理会社の運営、業

務若しくは財産に関する重要な事実であって投資

者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｂ（ｈ）

・詳細は（注 3）をご参照くだ

さい。

信託受託

者決定事

実

国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等

に対する指標連動型ＥＴＦの上場の廃止に係る申

請

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｃ（ａ）

上場指標連動型ＥＴＦ又は信託受託者の運営、業務

若しくは財産に関する重要な事項であって投資者

の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｃ（ｂ）

信託受託

者発生事

実

上場廃止の原因となる事実（第 1112 条第 1 項第 2

号に掲げる事由に係るものに限る。）

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｄ（ａ）

上場指標連動型ＥＴＦ又は信託受託者の運営、業務

若しくは財産に関する重要な事項であって投資者

の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｄ（ｂ）

決算 上場指標連動型ＥＴＦに係る特定期間又は中間特

定期間に係るファンドの決算の内容が定まった場

合

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｅ

格付変更

等

上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦにあっては、

次の（ａ）から（ｉ）までに掲げる事実がカウンタ

ー・パーティーに発生した場合（当該カウンター・

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｅの 2

※カウンター・パーティー、組

入有価証券及び組入債権の

詳細については、「Ⅰ上場審
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種類
内容

（外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

パーティーが保証者である場合は、当該保証者に

（ａ）から（ｇ）まで又は（ｉ）に掲げる事実が発

生したとき）であって、当該事実がカウンター・パ

ーティーに発生したことを把握したとき

（ａ）信用格付の変更又は組入有価証券に係る

格付の変更（取得している場合に限る。）

（ｂ）財務諸表等又は中間財務諸表等（カウン

ター・パーティーが、四半期財務諸表提出会

社又は四半期連結財務諸表提出会社である

場合にあっては、四半期財務諸表等）に継続

企業の前提に関する事項が注記されること

となったこと。

（ｃ）事業年度又は中間会計期間（カウンター・パ

ーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期

連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四

半期会計期間又は四半期連結会計期間）の末日に

おいて債務超過の状態又はこれに準ずる状態に

なったこと。

（ｄ）財務諸表等に添付される監査報告書又は中間

財務諸表等に添付される中間監査報告書（カウン

ター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又

は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあ

っては、四半期財務諸表等に添付される四半期レ

ビュー報告書）において、公認会計士等によって、

監査報告書については「不適正意見」又は「意見

の表明をしない」旨が、中間監査報告書について

は「中間財務諸表等が有用な情報を表示していな

い意見」又は「意見の表明をしない」旨（カウン

ター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又

は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあ

っては、四半期レビュー報告書については「否定

的結論」又は「結論の表明をしない」旨）が記載

されることとなったこと。

査 ３．上場審査の内容

（５）信用リスクがあるＥＴ

Ｆに関する上場審査」をご覧

ください。
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種類
内容

（外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

（ｅ）事業活動の停止、解散又はこれに準ずる状態

になったこと。

（ｆ）発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停

止されたこと又は停止されることが確実となっ

たこと。

（ｇ）法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手

続又は更生手続を必要とするに至ったこと又は

これに準ずる状態になったこと。

（ｈ）組入有価証券又は組入債権に係る期限の利益

の喪失

(ｉ) 当該有価証券の発行者又は当該契約の相手方

の財務状況に関する重要な事実

その他 本邦以外の地域において、上場指標連動型ＥＴＦの

流通に重大な影響を与える事実が発生した場合

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｆ

上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額と

市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は

乖離のおそれが生じた場合

有第 1107 条第 2 項第 1

号 i

・詳細は（注 4）をご参照くだ

さい。

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標の算出主

体によって、当該指標の算出が行われなくなること

の決定が公表された場合

有第 1107 条第 2 項第 1

号ｊ
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【外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ】

種類
内容

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

外国

投資法人

決定事実

上場指標連動型ＥＴＦに係る投資口又は受益権の

売出し

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ａ）

・上場指標連動型ＥＴＦが投

資法人債券に類する外国投

資証券である場合は適用除

外となります。

上場指標連動型ＥＴＦに係る投資口の併合又は分

割

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｂ）

・流通市場に混乱をもたらす

おそれ又は投資主の利益の

侵害をもたらすおそれのあ

る上場ＥＴＦに係る投資口

の併合又は分割は行わない

ものとします。（有第 1110

条の 2 第 1 項）

・上場指標連動型ＥＴＦが投

資法人債券に類する外国投

資証券である場合は適用除

外となります。

投資法人債権に類する外国投資証券の募集又

は資金の借入れ

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｃ）

合併 有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｄ）

規約若しくはこれに類する書類の変更又は解

散

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｅ）有施第 1109

条第 2 項第 1 号

・投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして施

行規則で定める基準に該当

するものを除きます。具体

的には投資信託約款の変更

理由が次のａからｃまでの

いずれかに該当する場合を

いいます。

ａ 法令の改正等に伴う記載

表現のみの変更

ｂ 本店所在地の変更

ｃ その他投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なも
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種類
内容

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

のとして当取引所が認め

る理由

上場指標連動型ＥＴＦの名称の変更 有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｅ）の 2

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標の新

たな指標への変更

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｅ）の 3

国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引

所等に対する当該外国ＥＴＦの上場の廃止に

係る申請

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｆ）

破産手続開始又は再生手続開始の申立て 有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｇ）

法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等（注

1）に対して行う認可若しくは承認の申請又は

届出

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｈ）、有施第 1109

条第 2 項第 2 号

・投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして施

行規則で定める基準に該当

するものを除きます。

・詳細は（注 2）をご参照くだ

さい。

有価証券報告書又は半期報告書に記載される

財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を

行う公認会計士等の異動

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｉ）

追加発行又は上場指標連動型ＥＴＦの買取り

を臨時に停止することとしたこと

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｊ）

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振

替決済業務又は振替業における取扱いの対象

とならないこと

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｋ）

外国投資法人としての業務に必要な免許、認可

又は登録等について、法又は外国の法令に基づ

き失効、取消し又は変更登録等を受けることに

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｌ）
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種類
内容

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

より、外国投資法人としての業務を行わないこ

ととなること

上場指標連動型ＥＴＦ又は当該外国投資法人

の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項

であって投資者の投資判断に著しい影響を及

ぼすもの

有第 1107 条第 2 項第 2

号ａ（ｍ）

・詳細は（注 3）をご参照くだ

さい。

外国

投資法人

発生事実

法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等（注

1）の認可、承認又は処分

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｂ（ａ）

上場廃止の原因となる事実（第 1112 条第 3 項第 1

号又は第 2 号に掲げる事由に係るものに限る。）

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｂ（ｂ）

有価証券報告書又は半期報告書に記載される

財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を

行う公認会計士等の異動（業務執行を決定する

機関が、当該公認会計士等の異動を行うことに

ついての決定をした場合（当該決定に係る事項

を行わないことを決定した場合を含む。）にお

いて、有第 1107 条第 2 項第 2 号ａの規定に基

づきその内容を開示した場合を除く。）

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｂ（ｃ）

2 人以上の公認会計士又は監査法人による監査

証明府令第 3 条第 1 項の監査報告書又は中間監

査報告書を添付した有価証券報告書又は半期

報告書を、内閣総理大臣等（注 1）に対して、

法第 24 条第 1 項又は第 24 条の 5 第 1 項に定め

る期間内に提出できる見込みのないこと及び

当該期間内に提出しなかったこと並びにこれ

らの開示を行った後提出したこと。

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｂ（ｄ）

上場指標連動型ＥＴＦ又は当該外国投資法人

の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実

であって投資者の投資判断に著しい影響を及

ぼすもの

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｂ（ｅ）

・詳細は（注 3）をご参照くだ

さい。
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種類
内容

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

管理会社

決定事実

国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等

に対する指標連動型ＥＴＦの上場の廃止に係る申

請

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ａ）

当該管理会社の合併 有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｂ）

当該管理会社の破産手続開始の申立て 有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｃ）

当該管理会社の解散（合併による解散を除く。） 有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｄ）

当該管理会社の会社分割（事業の全部を承継さ

せる場合に限る。）

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｅ）

当該管理会社の事業の全部の譲渡 有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｆ）

当該管理会社が、法又は外国の法令に基づき内

閣総理大臣等（注 1）に対して行う認可若しく

は承認の申請又は届出

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｇ）、有施第 1109

条第 2 項第 2 号

・投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして施

行規則で定める基準に該当

するものを除きます。詳細

は（注 2）をご参照ください。

当該管理会社が、管理会社としての業務に必要

な免許、認可又は登録等について、法又は外国

の法令に基づき失効、取消し又は変更登録等を

受けることにより、管理会社としての業務を行

わないこととなること

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｈ）

上場指標連動型ＥＴＦ又は当該管理会社の運

営、業務若しくは財産に関する重要な事項であ

って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

もの

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｃ（ｉ）
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種類
内容

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

管理会社

発生事実

法又は外国の法令に基づく内閣総理大臣等（注

1）の認可、承認又は処分

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｄ（ａ）

上場廃止の原因となる事実（第 1112 条第 3 項

第 3 号に掲げる事由に係るものに限る。）

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｄ（ｂ）

上場指標連動型ＥＴＦ又は当該管理会社の運

営、業務若しくは財産に関する重要な事実であ

って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

もの

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｄ（ｃ）

決算 上場指標連動型ＥＴＦに係る外国投資法人の営業

期間又は中間営業期間のファンドの決算の内容が

定まった場合

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｅ

格付変更

等

上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦにあっては、

次の（ａ）から（ｉ）までに掲げる事実がカウンタ

ー・パーティーに発生した場合（当該カウンター・

パーティーが保証者である場合は、当該保証者に

（ａ）から（ｇ）まで又は（ｉ）に掲げる事実が発

生したとき）であって、当該事実がカウンター・パ

ーティーに発生したことを把握したとき

（ａ）信用格付の変更又は組入有価証券に係る

格付の変更（取得している場合に限る。）

（ｂ）財務諸表等又は中間財務諸表等（カウン

ター・パーティーが、四半期財務諸表提出会

社又は四半期連結財務諸表提出会社である

場合にあっては、四半期財務諸表等）に継続

企業の前提に関する事項が注記されること

となったこと。

（ｃ）事業年度又は中間会計期間（カウンター・パ

ーティーが、四半期財務諸表提出会社又は四半期

連結財務諸表提出会社である場合にあっては、四

半期会計期間又は四半期連結会計期間）の末日に

おいて債務超過の状態又はこれに準ずる状態に

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｅの 2

※カウンター・パーティー、

組入有価証券及び組入債権

の詳細については、「Ⅰ上場

審査 ３上場審査の内容

（５）信用リスクがあるＥ

ＴＦに関する上場審査」を

ご覧ください。
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種類
内容

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

なったこと。

（ｄ）財務諸表等に添付される監査報告書又は中間

財務諸表等に添付される中間監査報告書（カウン

ター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又

は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあ

っては、四半期財務諸表等に添付される四半期レ

ビュー報告書）において、公認会計士等によって、

監査報告書については「不適正意見」又は「意見

の表明をしない」旨が、中間監査報告書について

は「中間財務諸表等が有用な情報を表示していな

い意見」又は「意見の表明をしない」旨（カウン

ター・パーティーが、四半期財務諸表提出会社又

は四半期連結財務諸表提出会社である場合にあ

っては、四半期レビュー報告書については「否定

的結論」又は「結論の表明をしない」旨）が記載

されることとなったこと。

（ｅ）事業活動の停止、解散又はこれに準ずる状態

になったこと。

（ｆ）発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停

止されたこと又は停止されることが確実となっ

たこと。

（ｇ）法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手

続又は更生手続を必要とするに至ったこと又は

これに準ずる状態になったこと。

（ｈ）組入有価証券又は組入債権に係る期限の利益

の喪失

(ｉ) 当該有価証券の発行者又は当該契約の相手

方の財務状況に関する重要な事実

その他 本邦以外の地域において、上場指標連動型ＥＴＦの

流通に重大な影響を与える事実が発生した場合

有第 1107 条第 2 項第 2

号ｆ
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種類
内容

（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ）
開示の根拠 備考

上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額と

市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は

乖離のおそれが生じた場合

有第 1107 条第 2 項第 2

号 h

・詳細は（注 4）をご参照くだ

さい。

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標の算出主

体によって、当該指標の算出が行われなくなること

の決定が公表された場合

有第 1107 条第 2 項第 2

号 i

（注 1）

「内閣総理大臣等」とは、「内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に属する権限を委任された者

（外国会社その他の外国の者にあっては、これらに相当する外国の行政庁を含む。）」をいいます。

（注 2）

「当該管理会社又は当該外国投資法人が法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若し

くは承認の申請又は届出」について

（1）有価証券上場規程に基づく開示義務

上場ＥＴＦに係る管理会社（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦとなる場合は外国投資法人及び管理会

社）が法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出を行うこ

とを決定した場合には、有第 1107 条第 2 項第 1 号ａ（ｌ）、同項 2 号ａ（ｈ）又は同号ｃ（ｇ）に基づく

開示が必要となります。

ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと東証が認める場合は、開示は不要です。軽微と

認められるものとしては、以下の事項（外国ＥＴＦの場合には以下の事項に類するもの）が含まれます。

なお、当該開示事項を開示した後に、開示された内容に関して中止及び変更を決定した場合には「開示

事項の中止・変更」としての開示が必要です。また、開示された内容について過誤や外部からの指摘によ

り訂正が必要であると判断した場合には、速やかに正しい内容を「開示事項の訂正」として開示すること

が必要です。

・ 資本金の変更（減資の場合を除く）

・ 業務方法書の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの

例：投資信託委託会社の組織図、苦情の解決のための体制

・ 親法人等、子法人等の異動（親会社、投資判断上重要な子会社の異動については開示が必

要となります。）

・ 定款の変更における、投資情報として重要性が乏しいもの

・ 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所の変更

（2）開示事項
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同項目に関する開示資料の作成にあたっては、 低限以下の事項について記載するようお願いいたしま

す。

ａ 認可若しくは承認の申請又は届出を行った日（決議した日を含む）

ｂ 認可若しくは承認の申請又は届出の内容（申請又は届出を行った理由を含む）

ｃ 今後の見通し（上場ＥＴＦに与える影響を含む）

（3）開示上の注意事項

ａ 本項目において開示することを義務付けられる事実が、他の開示事項にも重複して該当する場合に

は、当該他の開示事項に該当する事実として開示してください。ただし、その際にも、届出日は必

ず記載してください。

ｂ 上記に掲げた軽微と認められる事項については例示であり、それ以外の事項であっても投資情報と

して重要性がないことが明白なものについて軽微基準の対象となり得ますので、開示の要否につき

ましては、当取引所担当者までお問い合わせください。

（注 3）

「上場指標連動型ＥＴＦ又は当該管理会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者

の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」について

有第 1107 条第 2項第 1号ａ（ｔ）及び同号ｂ（ｈ）に規定する「上場指標連動型ＥＴＦ又は当該管理会

社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」

並びに有第 1107 条第 2項第 2号ａ（ｍ）及び同号ｂ（ｅ）に規定する「上場指標連動型ＥＴＦ又は当該外

国投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの」に該当するものには、例えば、以下のものがあります。

（1）収益分配金若しくは分配金又は信託財産に係る給付金の見込額の確定

添付の書式を参考に、収益分配金若しくは分配金又は信託財産に係る給付金の予想数値を、権利付 終

日の午前中までに開示してください。なお、決算日以外に収益分配又は給付を行う場合にも、収益分配又

は給付の対象となる権利付 終日の午前中までに開示してください。

（2）収益分配金若しくは分配金又は信託財産に係る給付金の確定

収益分配金若しくは分配金又は信託財産に係る給付金の確定数値を、計算期間又は営業期間の終了日（決

算日）に開示してください。

（3）権利確定のための期間又は期日の届出

所有者名簿の閉鎖期間又は基準日を定める場合には、当取引所に対して、当該期間又は基準日をその 2

週間前までに届け出てください。

（4）所有者に重大な影響を与える本国等の法令等の変更

所有者に重大な影響を与える本国等の法令等の変更があった場合には、その内容を開示してください。

（注 4）

「上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離
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のおそれが生じた場合」について

   有第 1107 条第 2項第 1号 i及び有第 1107 条第 2項第 2号 hに規定する「上場指標連動型ＥＴＦの一口

あたりの純資産額と市場価格又は特定の指標との間に重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合」とは、

例えば、以下のケースのように、投資判断上留意すべき乖離又は乖離のおそれが生じた場合に、投資者

が的確にリスクを把握し、適切な投資判断を行うことができるよう、乖離の状況、要因、投資判断上留

意すべき点、今後の見通し等について、適時かつ適切に情報開示を行っていただくことを想定していま

す。

・ 上場指標連動型ＥＴＦの運用資産の価格が大きく変動する一方で、上場指標連動型ＥＴＦの市場

価格がストップ安又はストップ高になる等、上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額と市

場価格との間に大きな乖離が生じた場合

・ 上場指標連動型ＥＴＦの運用資産の一時的な運用方針の変更等により、一口あたりの純資産額と

特定の指標との間に大きな乖離のおそれが生じた場合

  例示のケースに限らず、重要な乖離又は乖離のおそれが生じた場合には、上場指標連動型ＥＴＦの商品

性等を踏まえて、投資者に対する注意喚起が必要かどうかといった観点から開示の要否をご検討くださ

い。
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2．情報提供項目

外国ＥＴＦは、以下の情報について投資者に提供することが求められます。管理会社のウェブサイトな

ど、投資者が閲覧・利用しやすい方法により情報提供を行ってください。

外国ＥＴＦ各銘柄の情報提供項目の提供方法（提供媒体、掲載箇所等）については、一覧にとりまとめ

たうえで、当取引所ＨＰに掲載しています。

種類 内容 開示の根拠 備考

情報提供 上場指標連動型ＥＴＦの日々の純資産総額（Ｎ

ＡＶ）及び一口あたりの純資産額

有第 1107 条の 3 第

1 項第 2 号

・上場指標連動型ＥＴＦが本

邦通貨以外の通貨建ての場

合、純資産額等については、

原則として当該日における

東京外国為替市場の対顧客

直物電信相場の売相場及び

買相場の仲値（その他の為替

を用いる必要がある場合に

はご相談ください。）により

本邦通貨に換算した値を記

載してください。また、原通

貨建ての値についても併記

してください。

上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産

額と特定の指標の変動に係る連動状況

有第 1107 条の 3 第

1 項第 3 号

・詳細は（注 1）をご覧くださ

い。

・エンハンスト型指標、レバレッジ型・インバ

ース型指標、商品先物取引等の価格を参照する

指標及び為替ヘッジ指標の算出における特

徴・留意点の説明

有第 1107 条の 3 第

1 項第 4 号

・連動対象指標がエンハンス

ト型指標及びレバレッジ

型・インバース型指標、商

品先物取引等の価格を参照

する指標及び為替ヘッジ指

標に連動するＥＴＦである

場合のみ必要となります。

・詳細は後述の「エンハンス

ト型指標等に連動するＥＴ

Ｆに関するディスクロージ

ャーの充実等について」を

ご覧ください。



東証・外国ＥＴＦの上場の手引き（第２３版）

58

（注 1）

「上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額と特定の指標の変動に係る連動状況」は、例えば、上場

指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額及び特定の指標の連動状況を示すグラフやヒストリカルデータ

のほか、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」

第 3 条第 1 項第 1 号ロに規定する「基準価額の変動と連動対象指標（投資信託及び投資法人に関する法律

施行規則（平成 12 年総理府令第 129 号）第 19 条第 2 項に規定する連動対象指標をいう。）の変動との連

動率を表す指標」の表示方法に準じて行うこと等が考えられ、上場指標連動型ＥＴＦの月次レポート等に

おいて定期的な情報提供を行うことも想定されます。

○エンハンスト型指標等に連動するＥＴＦに関するディスクロージャーの充実等について

当取引所では、一定の投資成果を実現するための投資戦略を表現した指標（以下、「エンハンスト型指標」

といいます。）、原指標の変動率、変動幅その他の原指標の変動の状況を表す数値に一定の数値を乗じるこ

とその他の方法により、原指標の騰落を増幅又は反転させた指標（以下、「レバレッジ型・インバース型指

標」といいます。）、商品先物取引等の価格を参照する指標8及び為替ヘッジ指標について、従来型の指標と

比較して推移や期待投資成果が異なることなどから、こうした指標に連動するＥＴＦを組成する管理会社

に対し、以下の観点から投資者に対する充実した説明を求めることとします9。また、当該説明については、

有価証券届出書等の法定開示書類や自社ホームページ等にて周知を行う等、投資者に対して広範な周知が

図られることが望まれます。

1

エンハンスト型指標、レバレッジ型・インバース型指標における特徴・留意点の説明

‐原指標又は類似指標との相違

‐当該指標の特性

‐原指標又は類似指標との利益・損失の違い

‐留意すべき投資スタイル 等

2

商品先物取引等の価格を参照する指標における特徴・留意点の説明

‐原資産等の価格を参照する指標との差異

‐ロールオーバーに伴う損益について

‐留意すべき投資スタイル 等

3

為替ヘッジ指標における特徴・留意点の説明

‐価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

‐為替ヘッジコストについて

‐留意すべき投資スタイル 等

※記載例については次項をご覧ください。

8
商品先物取引、ボラティリティに係る先物取引（日経平均 VI やこれに類する先物取引）その他東証が必要と認める先物契

約等を利用する指標をいいます。これら先物契約等に対する投資として運用する ETF に係る指標を含みます。
9 有価証券上場規程第 1107 条の 3 第 1 項第 4 号
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投資者に対する指標の説明に関する記載例

（エンハンスト型指標）

説明の観点 １３０／３０ リスクコントロール カバードコール

原指標又は類似

指標との相違

原指標に対して、30%分のロ

ングポジションと 30%分の

ショートポジションが加味

されていること。

原指標に比べて、日々の変

動率が小さくなること。

原指標がコールオプションの

権利行使価格以上になると原

指標との連動性が低くなり、

ほぼ権利行使価格に留まるこ

と。

指標の特性 原指標の構成銘柄に対し

て、100％相当分の投資をす

るとともに、併せて一定の

基準に従って選定した銘柄

について 30％相当分のシ

ョートポジションと 30％

相当分のロングポジション

を構築することで、原指標

に投資した場合と比べてよ

り高い投資成果を目指す。

追加ポジションには独自の

選定基準と入替タイミング

がある。

原指標の変化率に一定の

リスクコントロール係数

を乗じる、又は資産配分を

変えることにより、指標の

変動率を原指標より低く

抑える。

原指標にコールオプションの

売りを組み合わせることで、

コールオプションの権利行使

価格までは概ねコールオプシ

ョンのプレミアム相当分原指

標よりも高い水準で推移する

一方、原指標がコールオプシ

ョンの権利行使価格以上にな

ると、当該価格水準以上は上

昇しない。

コールオプションは１ヶ月ご

とに売りたてられるため、都

度、指標の上限水準が変動す

る。

原指標又は類似

指標との利益・

損失の違い

原指標に比べ、相場上昇時

には利益が大きく、相場下

落時には損失が小さくなる

ことを目指す。

原指標に比べ利益・損失の

額が小さくなる。

原指標に比べ利益が限定され

るが、損失は同水準。

留意すべき

投資スタイル

（期待する投資戦略との不

一致）

追加ポジションの銘柄選定

基準や入替タイミングは指

数算出者によって異なるた

め、投資に際しては当該指

数算出者の投資戦略が自ら

の投資戦略と合致している

かどうかを把握する必要が

ある。

（短期的な投資）

相場下落時の損失を低減

させる反面、株価上昇によ

る収益機会も限定される

（原指標に比べ収益及び

損失の両方が限定的とな

る。）。したがって、短期的

に収益を求める投資は期

待収益を得にくいため留

意が必要。

（短期的に上昇相場を予想す

る投資）

コールオプションの権利行使

価格以上に相場が上昇する場

合は、次のコールオプション

を売り建てるまでの間、収益

が限定的になる。したがって、

短期的に上昇相場を予想する

場合の投資は留意が必要。

※具体的な記載内容については、各ＥＴＦ等発行会社によって異なることが考えられますが､上の記載例の

ような説明の観点が満たされれば、要件を満たすものと判断します。また、項目によっては、指標その

ものではなく、指標に連動するＥＴＦ等について説明することもあります。
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投資者に対する指標の説明に関する記載例

（レバレッジ型・インバース型指標）

説明の観点 レバレッジ型 インバース型

原指標又は類似

指標との相違

日々の変動率が原指標のＮ倍となるこ

と。

日々の変動率が原指標のマイナスＮ倍となる

こと。

指標の特性 原指標の変化率に一定の倍率を乗じ、指

標の変動率を原指標に比べ増幅させる。

原指標の日々の変動率をＮ倍している

ため、前日及び当日の間では原指標のＮ

倍の変動率が得られるが、２日以上の期

間では一般的にＮ倍とならない。

一定レンジ内で原指標が上下して推移

した場合、指標が逓減するが、同じ方向

に推移する状況が続くと指標の逓減傾

向は解消される特性を有している。

原指標の変化率に一定のマイナス倍率を乗

じ、指標の変動率を原指標と逆向きとする。

原指標の日々の変動率をマイナスＮ倍してい

るため、前日及び当日の間では原指標のマイ

ナスＮ倍の変動率が得られるが、２日以上の

期間では一般的にマイナスＮ倍とならない。

一定レンジ内で原指標が上下して推移した場

合、指標が逓減するが、同じ方向に推移する

状況が続くと指標の逓減傾向は解消される特

性を有している。

原指標又は類似

指標との利益・

損失の違い

原指標に比べ利益・損失の額が大きくな

る。

原指標と反対の利益・損失の額となる。

留意すべき

投資スタイル

（中長期的な投資）

下落相場においては、損失が原指標に連

動する場合に比べ拡大していく。また、

複利効果により、２日以上の期間の変動

率を比較した場合には完全に原指標と

正相関の関係にならない。したがって、

下落相場を見込む場合や中長期的に原

指標のＮ倍の利益を見込む場合は留意

が必要。

（中長期的な投資）

上昇相場においては、損失が出る。また、複

利効果により、２日以上の期間の変動率を比

較した場合には完全に原指標と逆相関の関係

にならない。したがって、上昇相場を見込む

場合や中長期的に原指標のマイナスＮ倍の利

益を見込む場合は留意が必要。

※具体的な記載内容については、各ＥＴＦ等発行会社によって異なることが考えられますが､上の記載例の

ような説明の観点が満たされれば、要件を満たすものと判断します。また、項目によっては、指標その

ものではなく、指標に連動するＥＴＦ等について説明することもあります。
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投資者に対する指標の説明に関する記載例

（商品先物取引等の価格を参照する指標）

説明の観点 商品先物取引等の価格を参照する指標

原資産等の価格

を参照する指標

との差異

商品価格ではなく、商品先物取引の価格を参照していること。先物取引の価格に保管

コスト等が反映されていること。

ロールオーバー

に伴う損益につ

いて

先物取引において、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差があり、期近の先

物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態（以下「コンタンゴ」）にお

いては、次限月以降の限月への乗換え（以下「ロールオーバー」）に伴って損失が発生

する場合があること。

留意すべき

投資スタイル

（中長期的な投資）

コンタンゴの状態が多くなる場合等、ロールオーバーに伴う損失が累積すること等に

よって対象指標が減価するおそれがあるため中長期的な投資を行う場合には留意が必

要。

※具体的な記載内容については、各ＥＴＦ等発行会社によって異なることが考えられますが､上の記載例の

ような説明の観点が満たされれば、要件を満たすものと判断します。また、項目によっては、指標その

ものではなく、指標に連動するＥＴＦ等について説明することもあります。

（為替ヘッジ指標）

説明の観点 為替ヘッジ指標

価格形成及び為

替ヘッジがない

場合との差異

為替ヘッジがない指標の円建ての投資成果について、為替変動の影響を低減するため

に為替ヘッジを行った場合の投資成果であること。

為替ヘッジコストが反映されること。

為替ヘッジコス

トについて

対象通貨との金利差分等の為替ヘッジコストが発生すること。

留意すべき

投資スタイル

（円建て投資成果で為替変動を含めた成果を期待する場合）

為替変動損益は為替ヘッジによって基本的には相殺されるため、円建ての投資成果は

為替変動の影響を低減した値動きとなること。

※具体的な記載内容については、各ＥＴＦ等発行会社によって異なることが考えられますが､上の記載例の

ような説明の観点が満たされれば、要件を満たすものと判断します。また、項目によっては、指標そのも

のではなく、指標に連動するＥＴＦ等について説明することもあります。
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3．提出書類

【外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ】

外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの管理会社が提出する書類は以下とおりです。

※外国投資証券に該当する外国ＥＴＦについては別途記載しています。

※有第 1107 条の規定に基づき行う情報の開示（適時開示）により、当取引所に提出していただく書類に記

載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当

該書類を提出していただく必要ありません。

項目 提出書類 部数 時期提出 提出の根拠 備考

売出しを行う場合 目論見書 1 部 作成後直ちに 有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 2 項第 1 号 a

・書面提出

・当該書類は公衆縦覧に供

されます。

・ＥＤＩＮＥＴにより有価

証券届出書を内閣総理大

臣等に提出した場合に

は、提出する必要はあり

ません。

有価証券通知書（変

更通知書を含む。）

1 部 内閣総理大臣

等に提出後遅

滞なく

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 2 項第 1 号 b

・Target（PDF 提出）

投資信託約款若しくは信

託約款もしくはこれに類

する書類の変更又は投資

信託契約若しくは信託契

約の解約がある場合

変更後の投資信託

約款又は信託約款

若しくはこれに類

する書類

1 部 変更確定後直

ちに

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 2 項第 2 号

・TDnet（TDnet オンライン

登録サイトより、「縦覧書

類を提出する」の「約款

（全文）」から PDF ファイ

ルをご登録ください）

・当該書類は公衆縦覧に供

されます。

代表者の異動その他の上

場指標連動型ＥＴＦに関

する権利等に係る重要な

事項が発生した場合

決定に係る通知書 1 部 決定を行った

後直ちに

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 2 項第 3 号

・Target（PDF 提出）

外国会社届出書等を初め

て内閣総理大臣等に提出

することを決定した場合

外国会社届出書等

を初めて内閣総理

大臣等に提出する

ことを決定した旨

及び当該外国会社

1 部 決定を行った

後直ちに

上場規程第1108条

第 1 項、施行規則

第1110条第2項第

4 号

・Target（PDF 提出）

・当該書類は公衆縦覧に供

されます。



東証・外国ＥＴＦの上場の手引き（第２３版）

63

項目 提出書類 部数 時期提出 提出の根拠 備考

届出書等の提出時

期を記載した書面

毎年 12 月末日の預託口

数を把握した場合

12 月末日現在の預

託口数を記載した

書面

1 部 把握後直ちに 有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 5 項第 1 号

・Target（PDF 提出）

収益分配金又は信託財産

に係る給付金の見込金額

が確定した場合

上場指標連動型Ｅ

ＴＦに係る収益分

配金又は信託財産

に係る給付金の見

込金額を記載した

書面

1 部 計算期間末日

の 2 日前（休

業日を除外し

ます。）の日

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 5 項第 2 号

・Target（PDF 提出）

・計算期間の末日が休業日

に当たるときは、計算期

間の末日の 3 日前（休業

日を除外します。）の日

12月末日以前1年間にお

ける毎月末日の上場指標

連動型ＥＴＦの一口あた

りの純資産額及び特定の

指標終値を把握したとき

12 月末日以前 1 年

間における毎月末

日の上場指標連動

型ＥＴＦの一口あ

たりの純資産額及

び特定の指標終値

を記載した書面

1 部 把握後直ちに 有第1108条第1項

（有施第1110条第

5 項第 3 号）

・Target（Excel 提出）

上場指標連動型ＥＴＦの

名称を変更するとき

有価証券変更上場

申請書

1 部 提出要件に該

当した後速や

かに

有第1105条第1項 ・Target（PDF 提出）

・当該申請書は、その変更

に先立ち、ご提出くださ

い。

・上場指標連動型ＥＴＦの

名称変更の場合は、効力

発生日の３週間程度前

を目安にご提出くださ

い。

・有価証券変更上場申請書

に記載すべき事項が開

示又は提出書類に含ま

れている場合は、当該開

示又は提出をもって変

更申請したものとみな

します。

上場指標連動型ＥＴＦに 上場指標連動型Ｅ 1 部 決定又は変更 有第1107条の3第 ・Target（Excel 提出）
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項目 提出書類 部数 時期提出 提出の根拠 備考

関する情報提供の方法を

新たに決定又は変更する

場合

ＴＦに係る情報提

供方法を記載した

書面

前あらかじめ 2 項 ・ETF の推定純資産価額及

びポートフォリオ情報フ

ァイルの提供状況につい

ても記載していただきま

す。

毎月末日の上場指標連動

型ＥＴＦの預託口数及び

預託口数に係る純資産総

額を把握した場合

毎月末日の上場指

標連動型ＥＴＦの

預託口数及び預託

口数に係る純資産

総額を記載した書

面

1 部 翌月第 5 営業

日までに

有第1108条第2項 ・Target（Excel 提出）

・TDnet にて預託口数及び

預託口数に係る純資産総

額の開示を行う場合は提

出不要です。

特定非課税管理勘定（所

謂、ＮＩＳＡの成長投資

枠）の対象銘柄であるこ

とを当取引所へ申告する

場合

特定非課税管理勘

定対象銘柄に関す

る申告書【参考様

式】

1 部 管理会社が指

定する取扱開

始日の14営業

日前までに

有第1108条第2項 ・当該書面及び申告書添付

書類を、当取引所上場推

進部担当者宛にメールで

ご提出ください。

・申告いただいた銘柄につ

いては、一覧にとりまと

めたうえで、当取引所Ｈ

Ｐに掲載します。

特定非課税管理勘定（所

謂、ＮＩＳＡの成長投資

枠）の対象銘柄該当しな

いこととなることを当取

引所へ申告する場合

特定非課税管理勘

定対象銘柄に関す

る変更申告書【参考

様式】

1 部 管理会社が指

定する変更日

の14営業日前

までに

有第1108条第2項 ・当取引所上場推進部担当

者宛にメールでご提出く

ださい。
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【外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ】

外国投資証券に該当する外国ＥＴＦの管理会社が提出する書類は以下とおりです。

※有第 1107 条の規定に基づき行う情報の開示（適時開示）により、当取引所に提出していただく書類に記

載すべき内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当

該書類を提出していただく必要ありません。

項目 提出書類 部数 時期提出 提出の根拠 備考

売出しを行う場合 目論見書及び届出

仮目論見書

1 部 作成後直ちに 有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 3 項第 1 号 a

・書面提出

・当該書類は公衆縦覧に供

されます。

・ＥＤＩＮＥＴにより有価

証券届出書を内閣総理大

臣等に提出した場合に

は、提出する必要はあり

ません。

有価証券通知書（変

更通知書を含む。）

1 部 内閣総理大臣

等に提出後遅

滞なく

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 3 項第 1 号 b

・Target（PDF 提出）

合併を行う場合 合併契約書の写し 1 部 契約締結後直

ちに

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 3 項第 2

・Target（PDF 提出）

・当該書類は公衆縦覧に供

されます。

規約若しくはこれに類す

る書類の変更又は解散

決定に係る通知書 1 部 決定を行った

後直ちに

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 3 項第 3 号ａ

・Target（PDF 提出）

変更後の規約又は

これに類する書類

1 部 変更後直ちに 有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 3 項第 3 号ｂ

・TDnet（TDnet オンライン

登録サイトより、「縦覧書

類を提出する」の「約款

（全文）」から PDF ファイ

ルをご登録ください）

・当該書類は公衆縦覧に供

されます。

基準日の決定 決定に係る通知書 1 部 決定を行った

後直ちに

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 3 項第 4 号

・Target（PDF 提出）
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項目 提出書類 部数 時期提出 提出の根拠 備考

代表者の異動その他の上

場指標連動型ＥＴＦに関

する権利等に係る重要な

事項が発生した場合

決定に係る通知書 1 部 決定を行った

後直ちに

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 3 項第 5 号

・Target（PDF 提出）

外国会社届出書等を初め

て内閣総理大臣等に提出

することを決定した場合

外国会社届出書等

を初めて内閣総理

大臣等に提出する

ことを決定した旨

及び当該外国会社

届出書等の提出時

期を記載した書面

1 部 決定を行った

後直ちに

上場規程第 1108

条第 1 項、施行規

則第1110条第3項

第 6 号

・Target（PDF 提出）

・当該書類は公衆縦覧に供

されます。

毎年 12 月末日の預託口

数を把握した場合

12 月末日現在の預

託口数を記載した

書面

1 部 把握後直ちに 有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 6 項第 1 号

・Target（PDF 提出）

分配金又は信託財産に係

る給付金の見込金額が確

定した場合

上場指標連動型Ｅ

ＴＦに係る分配金

又は信託財産に係

る給付金の見込金

額を記載した書面

1 部 営業期間又は

計算期間の末

日の2日前（休

業日を除外し

ます。）の日

有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 6 項第 3 号

・Target（PDF 提出）

・計算期間の末日が休業日

に当たるときは、計算期

間の末日の 3 日前（休業

日を除外します。）の日

12月末日以前1年間にお

ける毎月末日の上場指標

連動型ＥＴＦの一口あた

りの純資産額及び特定の

指標終値を把握したとき

12 月末日以前 1 年

間における毎月末

日の上場指標連動

型ＥＴＦの一口あ

たりの純資産額及

び特定の指標終値

を記載した書面

1 部 把握後直ちに 有第 1108 条第 1

項、有施第 1110 条

第 6 項第 4 号

・Target（Excel 提出）

上場指標連動型ＥＴＦの

名称を変更するとき

有価証券変更上場

申請書

1 部 提出要件に該

当した後速や

かに

有第1105条第1項 ・Target（PDF 提出）

・当該申請書は、その変更

に先立ち、ご提出くださ

い。

・有価証券変更上場申請書

に記載すべき事項が開示

又は提出書類に含まれて

いる場合は、当該開示又は

提出をもって変更申請し

たものとみなします。
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項目 提出書類 部数 時期提出 提出の根拠 備考

上場指標連動型ＥＴＦに

関する情報提供の方法を

新たに決定又は変更する

場合

上場指標連動型Ｅ

ＴＦに係る情報提

供方法を記載した

書面

1 部 決定又は変更

前あらかじめ

有第1107条の3第

2 項

・Target（PDF 提出）

・ETF の推定純資産価額及

びポートフォリオ情報フ

ァイルの提供状況につい

ても記載していただきま

す。

毎月末日の上場指標連動

型ＥＴＦの預託口数及び

預託口数に係る純資産総

額を把握した場合

毎月末日の上場指

標連動型ＥＴＦの

預託口数及び預託

口数に係る純資産

総額を記載した書

面

1 部 翌月第 5 営業

日までに

有第1108条第2項 ・Target（Excel 提出）

・TDnet にて預託口数及び

預託口数に係る純資産総

額の開示を行う場合は提

出不要です。

特定非課税管理勘定（所

謂、ＮＩＳＡの成長投資

枠）の対象銘柄であるこ

とを当取引所へ申告す

る場合

特定非課税管理勘

定対象銘柄に関す

る申告書【参考様

式】

1 部 管理会社が指

定する取扱開

始日の14営業

日前までに

有第1108条第2項 ・当該書面及び申告書添付

書類を、当取引所上場推

進部担当者宛にメールで

ご提出ください。

・申告いただいた銘柄につ

いては、一覧にとりまと

めたうえで、当取引所Ｈ

Ｐに掲載します。

特定非課税管理勘定（所

謂、ＮＩＳＡの成長投資

枠）の対象銘柄該当しな

いこととなることを当

取引所へ申告する場合

特定非課税管理勘

定対象銘柄に関す

る変更申告書【参考

様式】

1 部 管理会社が指

定する変更日

の14営業日前

までに

有第1108条第2項 ・当取引所上場推進部担当

者宛にメールでご提出く

ださい。
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Ⅲ 上場廃止

外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦの上場廃止基準は、以下のとおりです。

【外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ】

廃止基準項目 根拠規定 備考

上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な

免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更

登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。た

だし、当該上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会社が行っていた業務が他

の管理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ＥＴＦ上場契約

書」等を提出する場合は、この限りでない。

有第 1112 条第 2 項第 1

号

上場指標連動型ＥＴＦに係る信託受託者が営業の免許又は信託業務を営

むことについての認可を取り消された場合。ただし、上場指標連動型Ｅ

ＴＦに係る信託受託者が行っていた業務が他の信託受託者に引き継が

れ、かつ、当該他の信託受託者が「ＥＴＦ上場契約書」を提出する場合

は、この限りでない。

有第 1112 条第 2 項第 2

号（有第 1112 条第 1 項第

2 号を準用）

上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額と特定の指標の相関係数

が 0．9 未満となった場合において、1 年以内に 0．9 以上とならないと

き

有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｅを準用）

・相関係数は、 近

60 か月の上場指

標連動型ＥＴＦ

の一口あたりの

純資産額と特定

の指標の騰落率

から算出します。

・上場指標連動型Ｅ

ＴＦに係る特定

の指標が新たな

指標へ変更され

た月及び天災地

変等、上場指標連

動型ＥＴＦに係

る管理会社の責

めに帰すべから

ざる事由により

資産の運用が困

難となったと当

取引所が認めた

月は、相関係数の
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廃止基準項目 根拠規定 備考

算出対象から除

外します。

2 人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第 3 条第 1 項の

監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告

書を、法第 24 条第 1 項又は第 24 条の 5 第 1 項に定める期間の経過後 1

か月以内（天災地変等、上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会社の責めに

帰すべからざる事由によるものである場合は、3 か月以内）に、内閣総

理大臣等に提出しなかった場合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｆを準用）

次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合

（ａ）上場指標連動型ＥＴＦに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行

い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合

（ｂ）上場指標連動型ＥＴＦに係る財務諸表等に添付される監査報告書

又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認

会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意

見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務

諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明を

しない」旨が記載され、かつ、その影響が重大であると当取引所

が認めた場合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｇを準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る上場契約を締結した者が上場契約について

重大な違反を行った場合、宣誓書において宣誓した事項について重大な

違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でな

くなることとなった場合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｈを準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る投資信託契約又は信託契約が終了となる場

合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｉを準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る信託が分割されることとなる場合 有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｉの 2 を準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標がなくなった場合 有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｉの 3 を準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標が新たな指標へ変更され

る場合その他これに類する場合であって、変更後の指標が第 1104

有第 1112 条第 2 項第 3

号ａ（有第 1112 条第 1

・詳細は（注 1）を

ご覧ください。
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廃止基準項目 根拠規定 備考

条第 1 項 2 号ｄ（同条第 2 項第 1 号、同条第 3 項第 1 号、同条第 4

項第 1 号、同条第 5 項第 1 号又は同条第 6 項の規定による場合を

含む。）に適合しないと当取引所が認めるとき又は当該指標の変

更が上場指標連動型ＥＴＦの商品性に著しい影響を及ぼすものと

当取引所が認めるとき

項第 3 号ｉの 4 を準用）

投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の

変動率に一致させるよう運用する旨（これに類する内容を含む。）

の定めがなくなる場合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｂ（ａ）

・外国商品現物型Ｅ

ＴＦには適用さ

れません。

計算期間が 1 か月未満となる場合 有第 1112 条第 2 項第 3

号ｂ（ａ）の 2（有第 1112

条第 1 項第 3 号ｂ（ｄ）

を準用）

・外国商品現物型Ｅ

ＴＦには適用さ

れません。

特定の商品の価格に連動する仕組みに関する定めがなくなる場合 有第 1112 条第 2 項第 3

号ｂ（ａ）の 3（有第 1112

条第 1 項第 3 号ｂの 2

（ａ）を準用）

・外国ＥＴＦには適

用されません。

計算期間が 1 か月に満たないこととなる場合又は 1 年を超えるこ

ととなる場合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｂ（ａ）の 3（有第 1112

条第 1 項第 3 号ｂの 2

（ｄ）を準用）

・外国ＥＴＦには適

用されません。

特定の指標又は基準価額の変動を条件に信託契約を解約する旨の定め

（特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合に信託契約を解約する

旨の定めその他の当取引所が適当と認める定めを除く。）が設けられる場

合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｂ（ａ）の 4

信託契約の期間の定めが設けられる場合（外国投資信託又は信託の設定

がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間（租税特別措置法

施行規則第 2 条の 3 第 2 項で定める期間に限る。）が定められている場合

を除く。）

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｂ（ｂ）

当該上場指標連動型ＥＴＦが指標連動有価証券等組入型ＥＴＦで

ある場合にあっては、次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合

（ａ）当該上場指標連動型ＥＴＦに係るカウンター・パーティー

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｂの 2（有第 1112 条第

1項第3号ｂの6を準用）

・外国商品現物型Ｅ

ＴＦには適用さ

れません。
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廃止基準項目 根拠規定 備考

の財務状況の悪化として施行規則で定める状態になった場

合において、当取引所が当該状態になったと認める日から１

年を経過する日までの期間（以下この（ａ）において「猶予

期間」という。）に、当該投資信託財産等が当該カウンター・

パーティーが発行若しくは保証する有価証券又は当該カウ

ンター・パーティーを契約の相手方若しくは当該カウンタ

ー・パーティーが保証する契約に係る権利以外の資産に変更

されないとき。ただし、当取引所が猶予期間の経過を待つこ

とが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める

ところによる。

（ｂ）カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が管

理会社において整備されなくなった場合。ただし、当該管理

会社が行っていた業務が他の管理会社に引き継がれる場合

であって、かつ、当該他の管理会社においてカウンター・パ

ーティーの信用状況に関する管理体制が整備されるときは、

この限りでない。

上場指標連動型ＥＴＦが指定振替機関（株式会社証券保管振替機構：Ｊ

ＡＳＤＥＣ）の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱い

の対象とならないこととなった場合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｃ

上場指標連動型ＥＴＦが上場若しくは継続的に取引される全ての外国金

融商品取引所等において当該上場指標連動型ＥＴＦの上場廃止が決定さ

れた場合又は外国金融商品取引所等における当該上場指標連動型ＥＴＦ

の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認め

た場合。ただし、当該上場指標連動型ＥＴＦの外国金融商品取引所等に

おける上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由

を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、こ

の限りでない。

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｄ

その他公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適

当と認めた場合

有第 1112 条第 2 項第 3

号ｆ

（注 1）

上場指標連動型ＥＴＦの指標変更の典型事例としては、既存の連動対象指標が何らかの理由によって算

出終了となり類似指標へ変更する場合やファンド費用の低減を目的として類似指標へ変更する場合などを

想定しています。
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変更後の指標が適格性要件を満たす場合であっても、当該指標の変更について「上場指標連動型ＥＴＦ

の商品性に著しい影響を及ぼすものと当取引所が認めるとき」には、上場指標連動型ＥＴＦは上場廃止と

なります。例えば、変更後の指標に係る上場指標連動型ＥＴＦが当取引所において現に新規上場を認めて

いない性質のものである場合、主たる投資対象資産のアセットクラスが変更となる場合、主たる投資対象

地域の変更により商品コンセプトが著しく変化する場合、レバレッジ型・インバース型指標以外の指標を

レバレッジ型・インバース型指標に変更する場合などは上場廃止の対象です。また、上場廃止に至らない

ケースについても、例えば、同一の投資対象資産・地域内での投資ファクターの変更等、投資者に混乱を

きたす可能性のある指標変更については、事前相談の段階で、その意義や必要性について詳細を確認しま

す。

加えて、既存の連動対象指標について、その算出方法及び構成銘柄の変更基準・方法に変更が生じる場

合で、指標の適格性が失われる可能性が高い場合や上述したような商品性に著しい影響が及ぶ可能性が高

いケースは、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものとして適時開示の対象として取扱うとともに上

場廃止審査の対象となります。

基本的な考え方は以上のとおりですが、上場廃止に係る判断は個別具体的になされます。事前の審査手

続きが必要となりますので、指標変更の決定に係る適時開示の少なくとも 2 カ月程度前には事前にご相談

ください。
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【外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ】

廃止基準項目 根拠規定 備考

上場指標連動型ＥＴＦに係る外国投資法人が投資信託法第 222 条に規定

する解散事由に該当する場合

有第 1112 条第 3 項第 1

号

上場指標連動型ＥＴＦに係る外国投資法人が法律の規定に基づく破

産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準じる状

態になった場合

有第 1112 条第 3 項第 2

号

上場指標連動型ＥＴＦに係るファンドが規約又はこれに類する書

類に定める事由に基づき終了する場合

有第 1112 条第 3 項第 3

号

上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会社が管理会社としての業務に必要な

免許、認可又は登録等が、内閣総理大臣等により失効、取消し又は変更

登録等を受け、管理会社としての業務を行わないこととなった場合。た

だし、上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会社が行っていた業務が他の管

理会社に引き継がれ、かつ、当該他の管理会社が「ＥＴＦ上場契約書」

を提出する場合は、この限りでない。

有第 1112 条第 3 項第 4

号

上場指標連動型ＥＴＦの一口あたりの純資産額と特定の指標の相関係数

が 0．9 未満となった場合において、1 年以内に 0．9 以上とならないと

き

有第 1112 条第 3 項第 5

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｅを準用）

・相関係数は、 近

60 か月の上場指

標連動型ＥＴＦ

の一口あたりの

純資産額と特定

の指標の騰落率

から算出します。

・上場指標連動型Ｅ

ＴＦに係る特定

の指標が新たな

指標へ変更され

た月及び天災地

変等、上場指標連

動型ＥＴＦに係

る管理会社の責

めに帰すべから

ざる事由により

資産の運用が困

難となったと当

取引所が認めた
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廃止基準項目 根拠規定 備考

月は、相関係数の

算出対象から除

外します。

2 人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第 3 条第 1 項の

監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告

書を、法第 24 条第 1 項又は第 24 条の 5 第 1 項に定める期間の経過後 1

か月以内（天災地変等、上場指標連動型ＥＴＦに係る管理会社の責めに

帰すべからざる事由によるものである場合は、3 か月以内）に、内閣総

理大臣等に提出しなかった場合

有第 1112 条第 3 項第 5

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｆを準用）

次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合

（ａ）上場指標連動型ＥＴＦに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行

い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合

（ｂ）上場指標連動型ＥＴＦに係る財務諸表等に添付される監査報告書

又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認

会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意

見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務

諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明を

しない」旨が記載され、かつ、その影響が重大であると当取引所

が認めた場合

有第 1112 条第 3 項第 5

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｇを準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る上場契約を締結した者が上場契約について

重大な違反を行った場合、宣誓書において宣誓した事項について重大な

違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でな

くなることとなった場合

有第 1112 条第 3 項第 5

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｈを準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標がなくなった場合 有第 1112 条第 3 項第 5

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｉの 3 を準用）

上場指標連動型ＥＴＦに係る特定の指標が新たな指標へ変更され

る場合その他これに類する場合であって、変更後の指標が第 1104

条第 1 項 2 号ｄ（同条第 2 項第 1 号、同条第 3 項第 1 号、同条第 4

項第 1 号、同条第 5 項第 1 号又は同条第 6 項の規定による場合を

含む。）に適合しないと当取引所が認めるとき又は当該指標の変

更が上場指標連動型ＥＴＦの商品性に著しい影響を及ぼすものと

当取引所が認めるとき

有第 1112 条第 3 項第 5

号ａ（有第 1112 条第 1

項第 3 号ｉの 4 を準用）

・詳細は（注 1）を

ご覧ください。
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廃止基準項目 根拠規定 備考

次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当する規約又はこれに類する

書類の変更が行われる場合

（ａ）投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の

変動率に一致させるよう運用する旨の定めがなくなる場合

（ｂ）営業期間が 1 か月未満となる場合

（ｃ） 特定の指標又は基準価格の変動を条件にファンドを終了する旨

の定め（特定の指標又は基準価額が正でなくなった場合にファ

ンドを終了する旨の定めその他の当取引所が適当と認める定め

を除く。）が設けられる場合

有第 1112 条第 3 項第 5

号ｂ

当該上場指標連動型ＥＴＦが指標連動有価証券等組入型ＥＴＦで

ある場合にあっては、次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合

（ａ）当該上場指標連動型ＥＴＦに係るカウンター・パーティー

の財務状況の悪化として施行規則で定める状態になった場

合において、当取引所が当該状態になったと認める日から１

年を経過する日までの期間（以下この（ａ）において「猶予

期間」という。）に、当該投資信託財産等が当該カウンター・

パーティーが発行若しくは保証する有価証券又は当該カウ

ンター・パーティーを契約の相手方若しくは当該カウンタ

ー・パーティーが保証する契約に係る権利以外の資産に変更

されないとき。ただし、当取引所が猶予期間の経過を待つこ

とが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定める

ところによる。

（ｂ）カウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が外

国投資法人及び管理会社において整備されなくなった場合。

ただし、当該外国投資法人及び管理会社が行っていた業務が

他の外国投資法人及び管理会社に引き継がれる場合であっ

て、かつ、当該他の外国投資法人及び管理会社においてカウ

ンター・パーティーの信用状況に関する管理体制が整備され

るときは、この限りでない。

有第 1112 条第 3 項第 5

号ｂの 2（有第 1112 条第

1項第3号ｂの6を準用）

上場指標連動型ＥＴＦが指定振替機関（株式会社証券保管振替機構：Ｊ

ＡＳＤＥＣ）の外国株券等保管振替決済業務又は振替業における取扱い

の対象とならないこととなった場合

有第 1112 条第 3 項第 5

号ｃ

上場指標連動型ＥＴＦが上場若しくは継続的に取引される全ての外国金 有第 1112 条第 3 項第 5
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廃止基準項目 根拠規定 備考

融商品取引所等において当該上場指標連動型ＥＴＦの上場廃止が決定さ

れた場合又は外国金融商品取引所等における当該上場指標連動型ＥＴＦ

の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認め

た場合。ただし、当該上場指標連動型ＥＴＦの外国金融商品取引所等に

おける上場廃止の理由等又は当取引所における流通の状況その他の事由

を勘案して、上場を廃止することが適当でないと認められるときは、こ

の限りでない。

号ｄ

その他公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適

当と認めた場合

有第 1112 条第 3 項第 5

号ｆ

（注 1）

上場指標連動型ＥＴＦの指標変更の典型事例としては、既存の連動対象指標が何らかの理由によって算

出終了となり類似指標へ変更する場合やファンド費用の低減を目的として類似指標へ変更する場合などを

想定しています。

変更後の指標が適格性要件を満たす場合であっても、当該指標の変更について「上場指標連動型ＥＴＦ

の商品性に著しい影響を及ぼすものと当取引所が認めるとき」には、上場指標連動型ＥＴＦは上場廃止と

なります。例えば、変更後の指標に係る上場指標連動型ＥＴＦが当取引所において現に新規上場を認めて

いない性質のものである場合、主たる投資対象資産のアセットクラスが変更となる場合、主たる投資対象

地域の変更により商品コンセプトが著しく変化する場合、レバレッジ型・インバース型指標以外の指標を

レバレッジ型・インバース型指標に変更する場合などは上場廃止の対象です。また、上場廃止に至らない

ケースについても、例えば、同一の投資対象資産・地域内での投資ファクターの変更等、投資者に混乱を

きたす可能性のある指標変更については、事前相談の段階で、その意義や必要性について詳細を確認しま

す。

加えて、既存の連動対象指標について、その算出方法及び構成銘柄の変更基準・方法に変更が生じる場

合で、指標の適格性が失われる可能性が高い場合や上述したような商品性に著しい影響が及ぶ可能性が高

いケースは、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものとして適時開示の対象として取扱うとともに上

場廃止審査の対象となります。

基本的な考え方は以上のとおりですが、上場廃止に係る判断は個別具体的になされます。事前の審査手

続きが必要となりますので、指標変更の決定に係る適時開示の少なくとも 2 カ月程度前には事前にご相談

ください。

Ⅳ 上場に関する料金

1．上場審査料

【外国投資信託の受益証券に該当する外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴＦ】

・ 次の（ａ）及び（ｂ）に定める額を合計した額

（ａ）次のイ又はロに掲げる場合の区分に従い、当該イ又はロに定める額※1

イ 新規上場申請に係るＥＴＦに係る管理会社が上場ＥＴＦ（上場が承認されたＥＴＦを含む。）

に係る管理会社又は上場審査中のＥＴＦに係る管理会社である場合 0円

ロ 前イに掲げる場合以外の場合 150 万円

（ｂ）新規上場申請に係るＥＴＦの銘柄数に 50万円を乗じた額
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・ 支払期限：上場申請日が属する月の翌月末日

【外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ】

・ 次の（ａ）から（ｃ）までに定める額を合計した額

（ａ）次のイ又はロに掲げる場合の区分に従い、当該イ又はロに定める額※1

イ 新規上場申請に係るＥＴＦに係る管理会社が上場ＥＴＦ（上場が承認されたＥＴＦを含む。）

に係る管理会社又は上場審査中のＥＴＦに係る管理会社である場合 0円

ロ 前イに掲げる場合以外の場合 150 万円

（ｂ）新規上場申請を行う外国投資法人であって、上場ＥＴＦ（上場が承認されたＥＴＦを含む。）

に係る外国投資法人又は上場審査中のＥＴＦに係る外国投資法人のいずれにも該当しないもの

の数に 49万円を乗じた額

（ｃ）新規上場申請に係るＥＴＦの銘柄数に 1万円を乗じた額

・ 支払期限：上場申請日が属する月の翌月末日

2．新規上場料

・ 金額：預託口数に係る純資産総額（預託口数に、一口あたりの純資産額を乗じて得た金額をいいます。

以下同じ。）の 1万分の 0．75（0．75 ベーシスポイント）

・ 上記の計算により算出された金額が、10 万円未満となる場合には 10万円とし、300 万円を超える場合

には 300 万円とします。（ただし、当分の間、上限を 100 万円とし、10 万円未満となる場合には 10

万円としません（下限を設けません。）。）

・ 計算対象：ＥＴＦごとに、上場日現在における純資産総額を基準とし、純資産総額が本邦通貨以外の

通貨で表示されている場合には、上場日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及

び買相場の中値により本邦通貨に換算します。

・ 支払期限：上場日の属する月の翌月末日

3．追加信託時の追加上場料

・ 金額：預託口数に係る追加信託総額の 1万分の 0．75（0．75 ベーシスポイント）

・ 上記の計算により算出された金額が、10 万円未満となる場合には 10万円とし、300 万円を超える場合

には 300 万円とします。（ただし、当分の間、上限を 100 万円とし、10 万円未満となる場合には 10

万円としません（下限を設けません。）。）

・ 計算対象：毎年の 12 月末日現在の預託口数に係る純資産総額を基準とし、新規上場日現在の預託口数

に係る純資産総額及び新規上場した年から前年までの各年の 12 月末日現在の預託口数に係る純資産

総額のうち 大のものからの増加額を預託口数に係る追加信託総額とみなします。この場合、預託口

数に係る純資産総額が本邦通貨以外の通貨で表示されている場合には、当該日における東京外国為替

市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値により本邦通貨に換算します。

・ 支払期限：当該基準とした日の属する月の 3ヵ月後の末日

4．年間上場料

・ 金額：ＥＴＦごとに、預託口数に係る純資産総額の 1万分の 0．75（0．75 ベーシスポイント）

・ 上記の計算により算出された金額が、10 万円未満となる場合には 10万円とし、300 万円を超える場合
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には 300 万円とします。（ただし、当分の間、上限を 100 万円とし、10 万円未満となる場合には 10

万円としません（下限を設けません。）。）

・ 計算対象：前年の 12月末日（当該日の翌日以後に上場された銘柄については、上場日）現在における

預託口数に係る純資産総額を基準とするものとし、当該純資産総額が本邦通貨以外の通貨で表示され

ている場合には、当該日における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値

により本邦通貨に換算します。

・ 支払期限：上記の計算によって計算された金額について、半額ずつを次の期日までに支払うものとし

ます。

4月から 9 月までの期間に対応する年間上場料 9 月末日

10 月から翌年 3 月までの期間に対応する年間上場料 同年 3 月末日

※1：新規上場申請に係るＥＴＦに係る管理会社が上場ＥＴＦ（上場が承認されたＥＴＦを含む。）

に係る管理会社又は上場審査中のＥＴＦに係る管理会社が属する企業グループと同一の企

業グループに属する場合であって、当該企業グループに属する特定の会社が当該新規上場

申請に係るＥＴＦ及び当該上場ＥＴＦ（上場が承認されたＥＴＦを含む。）若しくは上場審

査中のＥＴＦの上場方針を決定していると当取引所が認めるときは、当該新規上場申請に

係るＥＴＦに係る管理会社を上場ＥＴＦに係る管理会社とみなします。

※2：100円未満の金額（消費税額及び地方消費税額を除きます。）は切り捨てます。

※3：料金の支払いは、本邦通貨によるものとします。

※4：管理会社が、料金を支払期日までに支払わない場合には、管理会社に対し、支払期日の翌

日から完済の日までの遅延損害金を100円につき1日4銭の割合によって請求できるものと

します。

※5：上場した年の年間上場料の扱いは、次の表をご参照ください。なお、支払対象期間は上場

日の翌月からスタートします。

◆上場した年における年間上場料について （計算対象となる純資産総額と支払対象期間）

支払い時期

3 月支払 9 月支払 翌年 3 月の支払 翌年 9 月の支払

1 月上場の場合

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 2、

3 月の 2 か月分
上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 4

～9 月の 6 か月分

請求月の前年 12 月末現

在の預託口数に係る純

資産総額で 10～翌年 3

月の 6 か月分

請求月の前年12月末

現在の預託口数に係

る純資産総額で翌年

4～9 月の 6 か月分

2 月上場の場合

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 3

月の 1 か月分

3 月上場の場合 －

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 4

～9 月の 6 か月分

4 月上場の場合 －

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 5

～9 月の 5 か月分

5 月上場の場合 －

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 6

～9 月の 4 か月分

6 月上場の場合 －

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 7

～9 月の 3 か月分
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7 月上場の場合 －

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 8

～9 月の 2 か月分

8 月上場の場合 －

上場日現在の預託口数

に係る純資産総額で 9

月の 1 か月分

9 月上場の場合 － －

請求月の前年 12 月末現

在の預託口数に係る純

資産総額で 10～翌年 3

月の 6 か月分

10 月上場の場合 － －

請求月の前年 12 月末現

在の預託口数に係る純

資産総額で 11～翌年 3

月の 5 か月分

11 月上場の場合 － －

請求月の前年 12 月末現

在の預託口数に係る純

資産総額で 12～翌年 3

月の 4 か月分

12 月上場の場合 － －

請求月の前年 12 月末現

在の預託口数に係る純

資産総額で翌年 1～3 月

の 3 か月分
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連絡先

○ 上場制度全般に関するお問合せ

  株式会社東京証券取引所 上場推進部 03-3666-0141（代）

○ 適時開示に関するお問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部上場会社担当 03-3666-0141（代）

○ 上場審査に関するお問合せ

東京証券取引所自主規制法人 上場審査部 03-3666-0141（代）

上記連絡先へのお問合せは、日本語にてお願いいたします。
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られており、株式会社東京証券取引所の著作権の侵害となります。また、予告無し

に内容を変更又は廃止する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
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